
東京電力福島第一原発の事故は、伊達市にも大きな
“負の遺産”を残した。終わりの見えない放射性物質
の除染。子どもや市民の健康、食の安全・安心をどう
守るのか。本当の笑顔を取り戻す戦いは続く。

第 2章 いのち
を
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Date City Report 
since 2011.3.11

◦東日本大震災・原発事故 伊達市3年の記録

原発事故 放射性物質が拡散

放射性物質の放出
　3月12日〜17日にかけて、東京電力福島第一原子力発電所から大量の放射性物質が放出されたと
されている。
　原子力安全・保安院が試算した福島第一原発からの放射性物質の放出量は、48万テラBq（ヨウ素
131、セシウム137〈ヨウ素換算値〉）であり、INES（国際原子・放射線事象評価尺度）評価のレベル7
に相当する値となっている。これは、INES評価の中で最も重い評価だが、過去のチェルノブイリ発
電所事故時の約11分の1と推定されている。

放射性物質 福島第一での放出量
（H24.2.16 原子力安全・保安院評価）

（参考）
チェルノブイリでの放出量 割合

ヨウ素131（a） 15万テラBq 180万テラBq 11分の1
セシウム137

（ヨウ素換算値）（b）
0.83万テラBq

（33万テラBq）
8万5千テラBq

（340万テラBq） 10分の1

（a）＋（b） 48万テラBq 520万テラBq 11分の1

写真：東京電力提供

※1テラ＝1012＝1兆
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見
え
な
い
敵
放
射
能
と
の
闘
い
［
第
1
段
階
］

手
探
り

　4月12日、原子力安全・保安院と原子力安全
委員会は、福島第一原発の事故について、これ
までに放出された放射性物質が大量（放射性ヨ
ウ素換算で37万〜63万テラBq）かつ広範にわた
るとして、INESの暫定評価結果を「深刻な事故」
とされるレベル7に引き上げたと発表した。
　同月22日、政府は福島原発周辺20㎞圏内の住
民の立ち入りを禁ずる「警戒区域」、20㎞の警
戒区域外側で、放射性物質の累積量が高い地域
を「計画的避難区域」、半径20〜30㎞圏内で計
画的避難区域に入らない地域の大部分を「緊急
時避難準備区域」に指定。6月30日には伊達市
霊山町と同月舘町の4地区・104地点（113世帯）、
7月21日には南相馬市4地区の住居57地点（59
世帯）を局地的に放射線量が高いホットスポッ
トにあたるとして「特定避難勧奨地点」に設定
した。11月25日には南相馬市20地点（22世帯）、
伊達市13地点（15世帯）が追加設定された。

県外避難相次ぐ
　警戒区域等の指定によって、住民の県外への
避難が相次いだ。3月20日までに、新潟県の
8,000人以上（推定）をトップに山形、埼玉、栃
木など7県に2万人を超す県民が流出。県内他
地区への避難を含めると、ピーク時の3月12日
には13万2,540人、約1カ月を経過した4月9日
現在でも、4万4,700人が故郷を離れた。県が
発表した24年1月1日現在の県推計人口は198
万2,991人で、1年間で4万4,147人減少した。

　平成23年3月11日。東日本大震災発生から41
分後の午後3時27分、双葉・大熊両町に立地す
る東京電力福島第一原子力発電所を津波の第一
波が襲った。1〜4号機の浸水高は11.5〜15.5
ⅿ（その後の発表で14ⅿ超）にも達し、大津波は、
非常用ディーゼル発電機の燃料が入った重油タ
ンクを海に押し流した。電源が失われたことで
原子炉は冷却機能を喪失。1〜3号機で核燃料
が溶け出す炉心溶融が始まった。
　同日午後7時3分、政府は原子力緊急事態宣
言を発令、午後9時23分には、第一原発から半
径3㎞以内の住民に避難指示が出され、原子力
安全・保安院はINES（国際原子力事象評価尺度）
の暫定評価結果をレベル4と発表した。
　12日午前5時44分、避難指示区域は半径10㎞
に拡大された。同日午後3時36分、1号機で水
素爆発が発生。14日には3号機、15日には2号
機が相次いで爆発した。いずれも原子炉の水位
が低下し、燃料が空だき状態になったことで、
格納容器の圧力が異常上昇したことが原因とみ
られる。15日、16日には4号機が火災を起こし、
ウラン燃料が核分裂してできる大量の放射性物
質（放射性ヨウ素、放射性セシウム）が放出され、
3号機周辺では一般人の年間被ばく線量限度の
400倍に相当する毎時400mSv（1mSvは1,000
μSv）にも達した。政府は15日午前9時40分、
半径20〜30㎞の住民ら約14万人を対象に屋内退
避を指示した。
　初期段階で大量の冷却水を確保するには、廃
炉覚悟の「海水注入」が避けられなかったが、
1号機に海水が注入されたのは、3月12日午後
8時20分だった。判断の遅れが水素爆発につな
がった。3月20日、北沢俊美防衛相は、継続的
な注水によって福島第一原発1〜6号機の使用
済み燃料プールの温度はすべて100度未満と説
明。「国民のみなさんに安心していただける数
字」と述べた。原子炉や使用済み核燃料プール
の冷却機能も徐々に回復。外部からの電力供給
で電源も復旧が進んだ。
　しかし、原乳、水道水、本県産野菜などから
相次いで基準値を上回る放射性物質が検出さ
れ、食への影響がじわじわと顕在化した。
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大
震
災
で
特
別
紙
面
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東
日
本
大
震
災
の
た
め
、
13
日
（
日
）
付
朝
刊
は
緊
急
の
特
別
紙
面
と

し
、
一
部
の
紙
面
や
連
載
を
休
み
ま
し
た
。
特
別
輸
送
態
勢
を
組
み
ま
し

た
が
、
一
部
地
区
で
配
達
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

福
島
民
報
社

ひ
ろ
ば
…
８
面

Ｂ

Ｓ
…
10
面

Ｔ

Ｖ
…
11
面

３月13日

2011（平成23）年
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１

２

66
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６

１

12日午後11時30分現在 福島民報社調べ

217

307

219

2413

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
１
号
機
（
大
熊
町
）
の
原
子
炉
建
屋
は
十
二
日
午
後
三
時
三
十
六
分

ご
ろ
、
爆
発
し
白
煙
が
上
が
っ
た
。
東
電
社
員
ら
四
人
が
負
傷
し
病
院
に
運
ば
れ
た
。
同
日
午
後
、
同
原
発

の
周
辺
か
ら
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
、
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
燃
料
の
一
部
が
溶
け

た
と
み
て
い
る
。
政
府
は
半
径
十
㌔
以
内
の
大
熊
、
双
葉
、
富
岡
、
浪
江
、
楢
葉
の
五
町
の
住
民
に
対
し
、

避
難
を
指
示

し
て
い
た
。

12日午後３時36分ごろ爆発し、白煙を上げる福島第一原発１号機‖福島中央テレビから

宮
城

１
万
人
連
絡
な
し
全国1800人超
死 亡・不 明

炉
心
溶
融

原
子
炉
の
温
度
が
上
が
り
す
ぎ
、

燃
料
棒
が
溶
け
て
破
損
す
る
事
故
。
冷
却
水
が
失
わ
れ

て
炉
心
の
水
位
が
下
が
り
、
燃
料
棒
が
水
面
上
に
露
出

し
た
場
合
、
燃
料
棒
中
の
放
射
性
物
質
の
崩
壊

が
除

去
で
き
ず
、
温
度
上
昇
が
続
く
た
め
に
起
き
る
。
想
定

さ
れ
て
い
る
事
故
の
中
で
も
最
悪
の
事
態
。
１
９
７
９

年
の
米
国
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル
ア
イ
ラ
ン
ド
原
発
事
故
で

は
、
大
規
模
な
炉
心
溶
融
が
起
き
た
。

蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴
蒴

◇
お
こ
と
わ
り

十
一

日
発
生
し
た
巨
大
地
震
は

東
日
本
の
広
範
囲
で
甚
大

な
被
害
が
発
生
、
長
野
や

新
潟
で
も
震
度
６
ク
ラ
ス

の
地
震
が
起
き
た
こ
と
か

ら
「
東
日
本
大
震
災
」
と

表
記
し
ま
す
。福

島
第
一
原

発
１
号
機
で
起

き
た
炉
心
溶
融

や
爆
発
は
、
地

元
の
大
熊
、
双

葉
両
町
は
じ
め
周
辺
住
民

が
避
難
す
る
事
態
に
ま
で

至
っ
た
。
放
射
性
物
質
が

原
子
炉
外
に
漏
れ
て
お

り
、
深
刻
な
局
面
だ
。
東

日
本
大
震
災
の
被
害
に
苦

し
む
県
民
へ
追
い
打
ち
を

掛
け
て
い
る
▼
大
き
な
災

害
や
事
件
の
際
、
し
ば
し

ば
流
言
や
デ
マ
が
生
ま

れ
、
混
乱
や
被
害
に
拍
車

を
掛
け
る
。
原
発
は
仕
組

み
が
複
雑
で
、
素
人
に
は

分
か
り
に
く
い
。
放
射
能

は
目
に
見
え
ず
、
不
安
が

募
る
。
デ
マ
を
招
き
や
す

い
。
近
年
は
携
帯
電
話
や

電
子
メ
ー
ル
が
誤
っ
た
う

わ
さ
を
瞬
く
間
に
広
げ
る

弊
害
も
出
て
い
る
。
枝
野

幸
男
官
房
長
官
は
記
者
会

見
で
憂
慮
を
示
し
た
▼
流

言
や
デ
マ
の
量
は
「
問
題

の
重
要
性
×
状
況
の
あ
い

ま
い
さ
÷
受
け
手
の
批
判

能
力
」
と
の
公
式
が
成
り

立
つ
と
い
う
（
廣
井
脩
著

「
流
言
と
デ
マ
の
社
会

学
」
）
。
原
発
事
故
が
重

大
で
あ
る
の
は
疑
い
な

い
。
「
受
け
手
の
批
判
能

力
」
を
高
め
れ
ば
、
デ
マ

の
拡
大
を
食
い
止
め
ら
れ

る
。
た
だ
、
時
間
が
か
か

り
、
個
人
差
も
出
る
▼
何

よ
り
も
「
あ
い
ま
い
な
状

況
」
を
減
ら
せ
ば
、
流
言

の
量
は
少
な
く
な
る
。
国

や
県
が
詳
し
い
情
報
や
指

示
を
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、

防
災
無
線
な
ど
を
通
じ
て

出
す
こ
と
が
基
本
だ
。
刻

々
変
わ
る
事
態
を
正
確
に

把
握
で
き
な
け
れ
ば
、
冷

静
な
判
断
は
で
き
な
い
。

東
日
本
大
震
災
は
十
二

日
も
余
震
が
頻
発
し
、
同

日
午
後
十
一
時
半
現
在
、

県
内
の
死
者
は
二
百
十
七

人
に
な
る
な
ど
被
害
が
拡

大
し
た
。
県
警
に
よ
る
と
、

行
方
不
明
者
は
三
百
人
を

超
え
、
死
者
は
さ
ら
に
増

え
る
と
み
ら
れ
る
。
福
島

市
で
断
水
し
て
い
る
ほ
か

各
地
で
停
電
が
復
旧
せ

ず
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
影

響
が
出
て
い
る
。
菅
直
人

首
相
は
同
日
、
原
発
や
被

災
地
を
視
察
し
た
。

県
警
、
県
、
市
町
村
、

各
消
防
本
部
に
よ
る
と
、

県
内
の
死
者
は
【
別
図
】

の
通
り
。
い
わ
き
市
で
六

十
六
人
、
南
相
馬
署
管
内

で
百
六
人
な
ど
と
な
っ
て

い
る
。

県
警
に
よ
る
と
、
行
方

不
明
の
内
訳
は
南
相
馬
署

管
内
が
八
十
五
人
、
双
葉

署
管
内
が
八
十
人
、
い
わ

き
中
央
、
い
わ
き
東
、
い

わ
き
南
の
い
わ
き
市
三
署

管
内
が
七
十
四
人
、
相
馬

署
管
内
が
五
人
と
浜
通
り

に
集
中
。
白
河
署
管
内
も

十
三
人
、
須
賀
川
署
管
内

で
も
四
人
の
行
方
が
分
か

っ
て
い
な
い
。

県
警
に
よ
る
と
倒
壊
し

た

屋
は
約
二
千
四
百

棟
。
南
相
馬
市
に
よ
る
と
、

千
八
百
世
帯
が
壊
滅
状
態

と
な
り
、
同
市
は
「
三
千

人
に
壊
滅
的
な
被
害
が
出

た
」
と
し
て
行
方
不
明
者

の
確
認
を
急
い
で
い
る
。

地
震
直
後
に
発
生
し
た

大
津
波
に
よ
り
、
相
馬
、

南
相
馬
両
市
を
中
心
に
浜

通
り
の
市
町
は
、
広
い
範

囲
で
水
没
し
た
。
一
夜
明

け
た
十
二
日
も
水
は
引
か

ず
、
多
く
の

屋
や
田
畑

が
水
に
漬
か
っ
た
ま
ま
。

新
地
町
で
は
前
日
の
地
震

発
生
直
後
の
津
波
で
Ｊ
Ｒ

常
磐
線
新
地
駅
構
内
で
上

り
普
通
列
車
（
四
両
編
成
）

が
転
覆
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
た
。

県
に
よ
る
と
、
県
内
の

避
難
者
は
双
葉
、
大
熊
両

町
を
中
心
に
十
二
万
八
千

九
百
三
十
四
人
に
上
っ

た
。
断
水
し
て
い
る
福
島

市
を
は
じ
め
、
郡
山
、
い

わ
き
両
市
な
ど
で
給
水
が

行
わ
れ
て
い
る
。
停
電
は

同
日
午
後
八
時
現
在
、
県

内
で
約
十
二
万
二
千
戸
に

上
っ
て
い
る
。

Ｊ
Ｒ
は
県
内
全
線
で
運

転
を
見
合
わ
せ
た
。
高
速

道
路
は
十
二
日
午
前
十
一

時
か
ら
災
害
対
策
に
必
要

な
人
員
や
資
材
を
運
ぶ
緊

急
車
両
の
通
行
路
に
指
定

さ
れ
、
一
般
車
両
は
全
線

で
通
行
で
き
な
い
。
四
号

国
道
な
ど
主
要
・
一
般
国

道
も
計
三
十
一
カ
所
で
通

行
止
め
と
な
っ
た
。

政
府
は
十
二
日
、
福
島

第
一
、
第
二
両
原
発
か
ら

半
径
十
㌔
以
内
の
住
民
に

避
難
を
指
示
し
た
。
対

は
浪
江
、
双
葉
、
大
熊
、

富
岡
、
楢
葉
、
広
野
の
六

町
の
計
六
万
一
千
六
百
九

十
八
人
。

そ
の
後
、
第
一
原
発
は

二
十
㌔
以
内
に
拡
大
し

た
。

原

発

周
辺
町

６
万
１
千
人
避
難
指
示
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蒴
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格
納
容
器

爆
発
で
な
い
枝
野

長
官

福
島
第
一
原
発
で
の
爆

発
を
受
け
、
枝
野
幸
男
官

房
長
官
は
記
者
会
見
し
、

「
建
屋
の
壁
の
崩
壊
で
、

中
の
格
納
容
器
が
爆
発
し

た
も
の
で
は
な
い
と
確
認

し
た
」
と
述
べ
、
爆
発
の

原
因
に
つ
い
て
「
炉
心
の

水
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
発
生
し
た
水
蒸

気
が
格
納
容
器
の
外
側
、

建
屋
と
の
間
に
出
て
水
素

と
な
り
酸
素
と
合
わ
さ
り

爆
発
し
た
」と
説
明
し
た
。

「
放
射
性
物
質
の
測
定

は
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い

る
。
現
在
の
数
字
は
想
定

さ
れ
る
数
値
の
範
囲
内

だ
」
と
述
べ
る
一
方
で
、

万
一
の
場
合
に
備
え
て
放

射
能
の
人
体
へ
の
悪
影
響

を
抑
制
す
る
ヨ
ウ
素
剤
を

準
備
し
て
い
る
と
し
た
。

東
京
電
力
福
島
第
一
原

発
１
号
機
の
周
辺
で
は
ウ

ラ
ン
燃
料
が
核
分
裂
し
て

で
き
る
放
射
性
物
質
の
セ

シ
ウ
ム
と
ヨ
ウ
素
が
検
出

さ
れ
、
経
済
産
業
省
原
子

力
安
全
・
保
安
院
幹
部
は

十
二
日
午
後
、
燃
料
の
一

部
が
溶
け
る
「
炉
心
溶
融
」

が
起
き
た
と
の
見
方
を
明

ら
か
に
し
た
。
日
本
の
原

発
で
炉
心
溶
融
は
初
。

ま
た
午
後
三
時
三
十
六

分
ご
ろ
、
１
号
機
で
爆
発

が
あ
り
、
原
子
炉
建
屋
が

損
傷
、
作
業
中
の
同
社
社

員
ら
四
人
が
け
が
を
し
て

病
院
に
運
ば
れ
た
。

想
定
し
て
い
な
か
っ
た

巨
大
地
震
が
原
因
と
は
い

え
、
原
発
の
安
全
性
は
大

き
く
揺
ら
ぎ
、
地
震
国
・

日
本
で
の
原
発
運
転
の
在

り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

１
号
機
は
自
動
停
止

後
、
冷
却
機
能
を
失
っ
て

お
り
、
東
電
は
十
二
日
夜
、

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温

度
を
下
げ
る
た
め
、
消
防

ポ
ン
プ
を
使
っ
て
海
水
を

直
接
注
入
し
て
炉
心
を
冷

却
す
る
作
業
を
始
め
た
。

枝
野
官
房
長
官
は
「
原
子

炉
に
水
を
満
た
す
の
に
五

時
間
か
ら
プ
ラ
ス
数
時

間
、
格
納
容
器
を
満
た
す

に
は
さ
ら
に
十
日
間
ぐ
ら

い
か
か
る
」
と
の
見
方
を

示
し
た
。
保
安
院
の
担
当

者
は
十
二
日
夜
「
現
時
点

で
炉
心
溶
融
が
進
行
し
て

い
る
と
は
考
え
て
い
な

い
」
と
話
し
た
。

炉
心
に
海
水
を
入
れ
る

こ
と
で
、
１
号
機
は
再
び

使
え
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
な

く
な
っ
た
。

原
発
の
敷
地
で
測
定
し

た
放
射
線
量
は
一
時
、
一

時
間
に
一
〇
一
五
㍃
シーベルト
を

示
し
た
。
一
般
人
が
一
年

間
に
受
け
る
放
射
線
量
の

限
度
に
相
当
す
る
値
だ

が
、
そ
の
後
低
下
し
た
。

東
電
に
よ
る
と
、
第
一

原
発
１
号
機
は
ド
ン
と
い

う
爆
発
音
の
後
、
白
煙
が

上
が
っ
た
。

◇

◇

全
国
の
各
警
察
本
部
が

ま
と
め
た
死
者
は
六
百
八

十
七
人
、
行
方
不
明
者
は

六
百
四
十
一
人
に
上
っ
た

（
午
後
十
一
時
現
在
の
警

察
庁
ま
と
め
で
は
死
者
六

百
八
十
六
人
）
。

警
察
庁
に
よ
る
と
、
ほ

か
に
も
仙
台
市
で
二
百
〜

三
百
人
の
遺
体
が
見
つ

か
る
な
ど
し
て
お
り
、
死

亡
・
行
方
不
明
者
は
計
千

八
百
人
を
上
回
る
見
通

し
。宮

城
県
に
よ
る
と
、
海

沿
い
に
あ
る
南
三
陸
町
の

住
民
約
一
万
七
千
六
百
人

の
う
ち
約
一
万
人
と
連
絡

が
取
れ
ず
、
安
否
確
認
を

急
い
で
い
る
。

莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢莢
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　 ★ 第４１９３７号　 ★ 第４１９３７号

平成23年3月13日1面
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2
5
3
6
4
7

1

【第1段階】
見えない敵 放射能との闘い

平成23年3月11日～平成23年6月30日
　平成23年3月23日に、SPEEDI（緊急時迅
速放射能影響予測ネットワークシステム）
により、福島第一原発から北西方向に放射
能汚染が拡大していることが初めて公表さ
れ、伊達市にも大量の放射性物質が原発事
故によって降り注いだことが分かった。
　放射線の影響を受けやすいといわれる、
子どもや、避難区域設定の基準に該当する
ような放射線量の高い一部地域に居住して
いる市民を守るため、市は、これまで経験
したことのない原子力災害に対して、独自
に試行錯誤の対策を行った。

線量の高い地域
に住んでいる市
民の避難を検討
しなくてはなら
ないぞ!

水道水、農産物
も放射能に汚染
されているぞ!

新学期が始まる
➡

子どもを放射能
から守らなくて
はならないぞ!

伊達市も放射能
に汚染されてい
るぞ！
※SPEEDIの
　公表により

放射線量測定を
始める
➡

線量の高い地域
があるぞ!

安定ヨウ素剤
の配布を検討
しなくてはな
らないぞ!

原発が
危ないぞ!

平成23年4月19日3面

ポ イ ン ト
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平成23 3/23㊌ ◦国は、SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）により、
3月12日午前6時から24日午前0時までの被ばく試算線量を初めて公表し、
福島第一原発より北西方向に放射能汚染が拡大しているとした

 3/25㊎ ◦県は、原発事故に伴う放射性物質による県内農用地の土壌汚染を調査するた
め、その結果及び今後の方針が示されるまで予定している農作業を延期する
よう、県内の営農家へ要請する

 4/1㊎ ◦市は、定期人事異動を一
部を除き1カ月延期する

（退職者も含む）

◦月舘地区布川水源の水道
水の放射性物質モニタリ
ング検査において、乳児
へ の 飲 用 基 準 の100Bq/
㎏を下回り、月舘地区の
乳児に対する飲用制限を
解除する

 4/4㊊ ◦厚生労働省は、都道府県
単位で実施してきた農産
物の出荷停止を見直し、市町村単位で設定・解除できるようにすると発表

 4/5㊋ ◦県は、県内全ての学校、幼稚園、保育所等（20㎞圏内の避難地域を除く1,648校・
園）の校庭・園庭で、環境放射線モニタリング調査を行う（7日まで）。その
結果、52校・園で毎時3.8μSvを上回るか、それに近い数値が測定される

 4/6㊌ ◦県は、3月31日及び
4月1日に実施した
県内農用地の放射性
物質の調査結果を発
表し、放射性セシウ
ム濃度が高かった本
市月舘地区を含む7
市町村について再調
査を行うとする

 4/7㊍ ◦23時32分頃、宮城県
沖を震源とするM7.2
の地震が発生し、市
内で最大震度5強を
観測する

 4/8㊎ ◦農林水産省は、稲の作付けに関する考え方として、避難区域等に加え、生産
したコメが食品衛生法上の暫定規制値を超える可能性の高い地域について
は、稲の作付制限を行うとともに、作付制限以外の地域においても、収穫時
にコメの検査を行い、食品衛生法上の暫定規制値を超える場合は、出荷制限
の指示を行うと発表

 4/10㊐ ◦県は、本市産の露地栽培の原木シイタケから食品衛生法上の暫定規制値を超
える放射性セシウムが検出されたため、市内の生産者に出荷の自粛を要請する

平成23年3月23日㊌→4月10日㊐

H23.4.1 新規採用職員

H23.4.6 梁川小学校入学式
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平成23 4/11㊊ ◦17時16分頃、福島県浜通り
を震源とするM7.0の地震
が発生し、市内で最大震度
5弱を観測する

◦原子力安全委員会は、平成
23年3月12日から24年3月
11日までの1年間の積算線
量について、霊山町石田・
宝司沢地区を含む県内12地
点が、20mSvを上回る予測
と発表

◦政府は、国際放射線防護委
員会（ICRP）と国際原子力
機関（IAEA）の基準値をもとに、20㎞以遠で1年
以内の積算線量が20mSvに達する恐れのある地域
を「計画的避難区域」に設定するとし、居住者に
は概ね1カ月を目途に別の場所へ避難してもらう
よう求めると発表

 4/12㊋ ◦県は、4月5日から7日にかけて実施した県内農用地の放射性物質再調査の
結果を発表し、全ての地点で作付制限基準の5,000Bq/㎏を下回り、県内各市
町村（避難区域等は除く）について稲等の作付けが可能であるとした

◦県は、広域的な環境影響を詳細に把握することを目的に、福島県環境放射線
モニタリング・メッシュ調査（警戒区域を除く県内全域を4㎞メッシュに分
けて1,865地点）を実施した（16日まで）

 4/13㊌ ◦県放射線健康リスク管理アドバイザーによる教育関係者説明会において、「環
境放射線量の測定値などを基にした国の基準が示されるまで、屋外活動を控
えた方が良い」という考えが示され、本市においても国の基準が示されるま
で、小・中学校、幼稚園、保育園における屋外活動を極力控えることにする

◦政府の原子力災害対策本部は、食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性セ
シウムが検出された本市を含む県内14市町村の露地で栽培された原木シイタ
ケについて、県に出荷制限を指示する

 4/14㊍ ◦文部科学省は、県が今月上旬に測定し放射線量が比較的高かった県内52校・園
の環境放射線モニタリングの再調査を行う。本市では、小国小学校と富成小学
校で実施される

 4/17㊐ ◦県と市は、県放射線健康リスク管理アドバイザー・長崎大学 山下俊一教授に
よる「福島原発事故の放射線健康リスクについて」の講演会を伊達MDDホ
ールで開催し、約900人が参加する

 4/19㊋ ◦文部科学省は、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的
な考え方」として、年間累積被ばく放射線量を20mSv以下とすべきとの判断
から、毎時3.8μSvを基準値とし、それを超える空間線量率が計測された学
校については、学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である
と示し、校庭・園庭での放射線量が基準値を上回った県内13校・園の屋外活
動を控えるよう県教育委員会へ通知する（本市では、小国小学校と富成小学
校が該当する）

平
成
23
年
4
月
13
日
1
面
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 4/21㊍ ◦表土除去による放射線の低
減効果を確認するため、旧
下小国小学校校庭で実証試
験を実施。5㎝程度の剝ぎ
取りでかなりの効果がある
ことを確認した。

 4/22㊎ ◦政府の原子力災害対策本部
は、原子力災害対策特別措
置法に基づき、葛尾村、浪
江町、飯舘村、川俣町の一
部、南相馬市の一部で、3
月12日の避難のための立ち
退きを指示した区域（半径
20㎞圏内）を除く区域を「計
画的避難区域」に設定し、
区域内の居住者は概ね1カ月以内に区域外
へ避難することを求める

◦文部科学省と県教育委員会は、小国小学校、
富成小学校の保護者等を対象にした「福島
県内の学校の校舎・校庭等の利用判断にお
ける暫定的な考え方について」の説明会を
保原市民センターで開催する

◦県より放射線量測定器2台を借用し、教育
委員会に1台、こども部に1台を配置する。
各学校・幼稚園・保育園等における市独自の測定を本格的に始
める

 4/25㊊ ◦市は、市内全ての幼稚園・保育園を対象に環境放射線量測定を
行い（26日まで）、富成幼稚園が学校等の屋外活動を制限する
基準値毎時3.8μSvを超えたため、屋外活動の制限を指示する

 4/26㊋ ◦政府と東京電力の事故対策統合本部は、4月24日現在の放射線量分布マップ、
事故後1年間の推定積算放射線量マップを公表した。霊山町石田・宝司沢地
区が、計画的避難区域の基準となる年間の積算被ばく線量20mSvを上回る
21.2mSvと発表する

◦県内17JAと農業生産団体が参画し、「JAグループ東京電力原発事故農畜産物
損害賠償対策福島県協議会」が設立され、原発事故による放射性物質の拡散
に伴う農畜産物の損害額を東京電力に対して請求していくとする

 4/27㊌ 第64回災害対策本部会議
◦年間許容放射線量を少しでも

低くするために、学校等の屋
外活動を制限する基準値毎
時3.8μSvを超える小国小学
校、富成小学校・富成幼稚園
の校庭（園庭）の表土を、4
月29日から除去することを決
定する

平成23年5月3日18面

平
成
23
年
4
月
20
日
17
面

平成23年4月11日㊊→4月27日㊌
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平成23 4/27㊌ ◦年間の積算被ばく線量推定値が、計画的避難区域の設定基準となる20mSvを
上回ると予測された霊山町石田・宝司沢地区について、政府は計画的避難区
域への設定は検討しないと発表

 4/29㊎ ◦市は、小国小学校・富成小学校・富成幼稚園の校庭（園庭）の表土除去を実施
し（30日まで）、放射線量の低下を確認した。除去した表土は校庭の一角に被
覆シートをかぶせて仮置きした

◦県は、県内（20㎞圏内
の避難指示区域を除
く）の児童福祉法等に
基づく施設の園庭等

（325地点）の空間線量
率の測定を実施し（30
日まで）、霊山こども
の村児童館で毎時4.0
μSvが測定されたた
め、利用を制限する

 5/1㊐ ◦放射線量測定値の高
かった校庭などの土壌
対策に取り組む福島、
郡山、二本松、伊達、
本宮、大玉の5市1村
は、「福島第一原子力
発電所事故の影響下
における子どもたちの
安全・安心の確保につ
いて」として、文部科
学大臣に土壌処理方
法などの基準を示し費
用を支援するよう要望
活動を行う

 5/2㊊ ◦環境省より、県内の災
害廃棄物の取り扱い
方針が示され、本市に
ついては当面の間、仮
置き場に集積しておき
処理は行わないとし、
焼却処分については、
災害廃棄物の汚染状
況についての現地調査
結果を踏まえて検討
するとした

 5/6㊎ ◦屋外活動の制限が出さ
れていた小国小学校、
富成小学校、霊山こど
もの村児童館の放射
線量の再調査が行わ
れ（7日まで）、いずれ 平成23年5月3日18面

平
成
23
年
5
月
2
日
16
面
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の施設も暫定基準値毎時
3.8μSvを下回り制限が
解除される（7日付）

◦県は、本市産のタケノコ
から食品衛生法上の暫定
規制値を超える放射性セ
シウムが検出されたた
め、市内の生産者に出荷
の自粛を要請する

 5/8㊐ ◦文部科学省は学校等の校
庭・園庭における空間線
量低減策の検証に向けた
実地調査として、福島市
の学校施設で同じ敷地内
において表層の土と下層
の土を入れ替える「上下
置換工法」を実施し、地
面の放射線量が低下した
と発表

 5/9㊊ ◦政府の原子力災害対策本
部は、食品衛生法上の暫
定規制値を超える放射性
セシウムが検出された本
市を含む県内6市町村の
タケノコについて、県に
出荷制限を指示する

 5/11㊌ ◦文部科学省は、校庭・園
庭の土壌に関して、表層
の土を削って袋に入れて
地中に埋める方法（＝集
中方式）と、下層の土と
入れ替える方法（＝上下
置換法）の二つの線量低
減策を示した

 5/14㊏ ◦市は、霊山町石田・坂ノ
上、八木平地区で、計画
的避難区域に該当するよ
うな高い放射線量が計測
されているため、福島第
一原子力発電所事故に関
する説明会をりょうぜん
紅彩館で開催した。その
中で、地区内からの一時
避難を希望する住民に対
して、計画的避難区域に
準じた対応を独自で行う
と発表する

平成23年5月15日1面

H23.5.8 消防団辞令交付式

平成23年4月27日㊌→5月14日㊏
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平成23 5/16㊊ 第68回災害対策本部会議
◦市内の保育園・幼稚園（私立も含む）計26園について、園庭の表土除去を実施

することを決定する。手法は、文部科学省の空間線量低減策の検討結果に準
じて行い、処理土は原則、敷地内に穴を掘って埋設する。先行実施により校
庭に除去表土を仮置きしていた小国小学校と富成小学校についても同様に対
応することを決定する

◦文部科学省は、霊山町石田宝司沢で、年間積算線量推計値が計画的避難区域
となる基準の20mSvを上回ると発表する

5月16日発表（5月11日時点）

地　区
3／12～5／11の
積算線量推計値 測定値

23／3／12～
24／3／11の

積算線量推計値
（mSv） （μSv/h） （mSv/y）

霊山町上小国 4.4 2.7 16.2
霊山町

石田行合道 3.9 2.3 14.1

霊山町
石田宝司沢 4.4 3.9 21.7

※このデータは、文部科学省が公表しているもの

 5/17㊋ ◦環境省は、原発事故のため放射性物質で汚染された可能性がある県内のがれき
について、汚染レベルが極めて低い会津地方と同程度の放射線量であれば、他
の地域でも通常通りの処理を認め、仮置き場からの移動制限も解除すると発表

 5/18㊌ ◦衆議院予算委員会に東京
電力福島第一原子力発電
所事故に伴う要望書を提
出する

◦衆議院文部科学委員会に
おいて、市長が参考人と
して出席し、放射能低減
のために学校施設の校庭
の表土を独自に除去する
に至った経緯や、国に対
する要望等について意見
陳述する

 5/19㊍ ◦市は、霊山町石田・坂ノ上、八木平地区の各世帯へ、一時避難の希望の有無
等を確認する意向調査表を送付する

 5/24㊋ 第69回災害対策本部会議
◦放射能を含んだ土砂の堆積により、側溝内及びその周辺の放射線量が他に比

べて高くなっているため、側溝汚泥の処理については、国から指針が示され
るまで側溝清掃活動を自粛または延期することを決定する

 5/27㊎ ◦文部科学省は、「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量
低減に向けた当面の対応について」として、年間20mSvとしている小中学
校などの屋外活動制限の放射線量の暫定基準を当面維持しながらも、年間
1mSv以下を最終目標とすると発表。合わせて、校庭の表土除去費用を補助
すると発表し、学校内で児童生徒等が受ける放射線量の低減を進めていく方
針を示す

H23.5.18 衆議院文部科学委員会
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◦県は、原発事故を受け放
射性物質の影響による県
民の健康への不安解消を
目的に、全県民を対象に
個人が受ける放射線量を
調査することを決定する

◦県の移動モニタリングポ
ストが、これまでの市役所
保原本庁舎に加えて、霊
山パーキング、下小国中央
集会所、相葭公民館にも
設置されるとともに、積算
線量計が霊山地域8カ所、
月舘地域4カ所、保原地
域3カ所に設置される

 5/28㊏ ◦県は、本市産のウメから
食品衛生法上の暫定規制
値を超える放射性セシウ
ムが検出されたため、市
内の生産者に出荷の自粛
を要請した

 5/31㊋ 第71回災害対策本部会議
◦霊山町石田・坂ノ上、八

木平地区の各世帯へ実施
した意向調査の結果につ
い て、44世 帯 中、14世 帯
47人が避難を希望してい
ることが報告される。避
難者への支援は、市営住
宅の無償提供、日本赤十
字社からの家電6点セッ
トの提供等を行うことと
した

◦子どもの放射線量低減対
策として、市内全ての小・
中学校、幼稚園、保育園、

（私立、放課後児童クラブ
などを含む）合計60施設の
表土を除去するとともに、
学校施設などの除染に必
要な用具の購入、屋外プ
ールの除染、全ての学校
施設などへ放射線量計の
配置（70施設70台）と、空
調設備の整備（49施設396
室）を行うことを決定する

平成23年5月28日1面

平成23年5月31日20面

平成23年5月16日㊊→5月31日㊋
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平成23 6/2㊍ ◦政府の原子力災害対策本部は、食品衛生法上の暫定規制値を超える放射性セ
シウムが検出された本市を含む県内2市1町のウメについて、県に出荷制限
を指示する

 6/3㊎ ◦文部科学省は、霊山町の2地区（上小国、石田）で、年間積算線量推計値が計
画的避難区域となる基準の20mSvを上回ると発表する

6月3日発表（5月25日時点）

地　区
3／12～5／25の
積算線量推計値

測定値
（平均値※）

23／3／12～
24／3／11の

積算線量推計値
（mSv） （μSv/h） （mSv/y）

霊山町上小国 5.7 3.6 20.8
霊山町

石田行合道 5.0 3.6 20.1
霊山町

石田宝司沢 6.5 3.2 20.0

※平均値とは、5月23日から25日までの測定値の平均値。このデー
タは、文部科学省が公表しているもの

 6/4㊏ ◦霊山町石田・坂ノ上、八木
平地区で避難を希望する住
民を対象とした個別相談会
が霊山こどもの村で開催さ
れ、市独自の自主避難支援
を開始する

◦小国小学校で除去表土の校
庭への埋設作業が始まる

 6/5㊐ ◦放射線医学総合研究所、原
子力災害現地対策本部によ
る霊山町石田・坂ノ上、八
木平地区の住民を対象とし
た「放射線の健康影響」「計
画的避難区域等の設定」に
関する説明会が霊山こども
の村で開催される

 6/6㊊ 第73回災害対策本部会議
◦市は一般家庭の放射線量の

低減として、各家庭の放射
線量を測定し高い放射線量
が計測された場合は、民家
の表土を剝ぎ取るなどの独自の対策を進めていく方針を示す

◦市教育委員会は、各地区で「子どもの放射能対策」について保護者説明会を
開催する
　6月6日㈪　保原市民センター 380人参加
　6月7日㈫　霊山中央公民館 200人参加
　6月8日㈬　梁川農村環境改善センター 330人参加
　6月9日㈭　伊達ふるさと会館 200人参加
　6月10日㈮　月舘体育館 110人参加

H23.6.4 避難希望者の個別相談会

H23.6.5 放射線の健康影響などに関する説明会
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◦町内会や婦人会など市民団体を対象に、各総合支所で放射線簡易測定器の貸
し出しが始まる

 6/9㊍

◦市は、市内の小中学校と幼稚園、保育
園に通う児童、生徒、園児約8,000人に
積算線量計（ガラスバッジ）を配付し、
独自に健康管理を行うことを発表する

 6/10㊎ ◦市は、小国地区行政区長、班長を対象
とした「原発事故に伴う説明会」を小
国ふれあいセンターで開催する

◦富成小学校で除去表土の
校庭への埋設作業が始ま
る

 6/11㊏ ◦原子力災害現地対策本部
と県災害対策本部は、周
辺地域に比べ空間線量率
の高いことが確認された
霊山町石田地区、小国地
区、月舘町月舘・相葭地
区（道路：150地点、宅地
等：485地点）で、環境放
射線モニタリング詳細調
査を実施する（12日まで）

 6/12㊐ ◦放射線医学総合研究所、原子力災害現地対策本部による、霊山地域の住民を
対象とした「放射線に関する勉強会」が霊山中央公民館で開催される

 6/16㊍ ◦原子力災害現地対策本部と県災害対策本部は、6月11日、12日に実施した霊
山町石田地区、小国地区、月舘町月舘・相葭地区の環境放射線モニタリング
詳細調査の結果を発表する

宅地等調査
地　区 調査地点数 測定結果（μSv/h）

石田地区 49 0.73〜5.00
小国地区 425 0.41〜4.80
相葭地区 11 1.00〜5.10

H23.6.10 原発事故に伴う説明会

平
成
23
年
6
月
10
日
1
面

平成23年6月2日㊍→6月16日㊍
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平成23 6/16㊍ ◦政府の原子力災害対策本部は、原発事故発生後1年間の積算線量が20mSvを
超えると推定される特定の地点について、住居単位で「特定避難勧奨地点」
に設定し、避難支援の実施と注意喚起を促すと発表

 6/17㊎ 第76回災害対策本部会議
◦原子力損害賠償請求の農協系統外出荷者に対する支援として、「伊達地域農

業振興協議会」〈構成：伊達市・桑折町・国見町・県北農林事務所（伊達農業
普及所）・JA伊達みらい・JA福島中央会〉を設立することを決定する

 6/18㊏ ◦県は、原発事故による県民の
不安解消、長期にわたる県民
の健康管理による安全・安心
の確保を目指して、全県民を
対象とした県民健康管理調査
を実施すると発表

 6/20㊊ ◦霊山町石田・坂ノ上、八木平
地区から、自主的に一時避難
する家族の市営住宅への引っ
越しが始まる

平
成
23
年
6
月
17
日
1
面

H23.6.20 避難者への鍵の引き渡し
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◦東日本大震災による被災者支援のため、東北地方を発着する被災者及び原発
事故による避難者等について、被災証明書等の提示による高速道路の無料開
放が始まる。市は、平成24年3月末の制度終了までに、25,304件の高速道路
専用の被災証明を発行した

 6/23㊍ ◦伊達地域農業振興協議会は、原発事故による農産物損害賠償請求に関する説
明会を各地区で開催する
　6月23日㈭　伊達福祉センター
　6月24日㈮　梁川農村環境改善センター
　6月27日㈪　東部広域共選場
　6月28日㈫　みらいホールかけだ
　6月29日㈬　JA月舘総合支店

 6/25㊏ ◦市教育委員会は、神谷研二県放射線健康リスク管理アドバイザー（広島大学
放射線医療学研究所教授）による「放射能に関する講演会」を開催する
　6月25日㈯　梁川農村環境改善センター 80人参加
　　　　　　　桃陵中学校体育館 160人参加
　6月26日㈰　松陽中学校体育館 110人参加
　　　　　　　月舘中学校体育館 110人参加
　7月2日㈯　掛田小学校体育館 80人参加
　7月3日㈰　伊達体育館 100人参加

 6/27㊊ ◦市は、原発事故による放射能除染対策、放射能健康管理対策を重点事業と位
置づけ、プロジェクト・チームを発足させる

◦県環境放射線モニタリング調査として、警戒区域を除く県内の民有林におい
て、福島第一原子力発電所から80㎞圏内は4㎞メッシュ（250カ所）、80㎞以
上は10㎞メッシュ（49カ所）を基に、空間線量率の測定が実施される（7月7
日まで）

◦霊山町石田・坂ノ上、八木平地区の自主避難世帯園児等の通園通学輸送支援
としてタクシー送迎を始める

 6/28㊋ ◦霊山町の一部で住民の一時避難が始まったことを受けて、空き家対策等のパ
トロール強化として、伊達署と県警本部、霊山・掛田・小国・石戸地区の各
防犯協会、月舘地域安全協議会が合同で、「霊山・月舘地区安全・安心パト
ロール隊」を結成し、その出動式が行われる（石戸ふれあいセンター）

H23.6.28 「霊山・月舘地区安全・安心パトロール隊」出動式

平成23年6月16日㊍→6月28日㊋
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平成23 6/30㊍ ◦政府の原子力災害現地対策本部による特定避難勧奨地点（小国地区）に関する
説明会が小国小学校体育館で開催される

◦政府の原子力災害現地対策本
部は、福島県及び伊達市との
協議を踏まえ、霊山町上小国
30地点32世帯、霊山町下小国
49地点54世帯、霊山町石田19
地点21世帯、月舘町相葭6地
点6世帯の合計104地点、113
世帯の住居に対し、「特定避難
勧奨地点」を設定した。市は、
特定避難勧奨地点の設定を受
けて、対象世帯に対して設定
に係るお知らせと、避難の希
望の有無を確認する「意向調
査票」を翌日から発送する

原発事故に対する伊達市の対応について市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
　�

平
成
23
年
3
月
21
日
発
行

　3月11日に発生した「東北地方太平洋
沖地震」は、同時に発生した大津波によっ
て太平洋沿岸の市町村に甚大な被害をも
たらしました。中でも相双地域の原子力
発電所は機能不全に陥り、放射能漏れを
起こして20㎞圏内は「避難指示」、20㎞
から30㎞圏内は「屋内退避」となりまし
た。
　このため、相双地域からは大勢の人々
が各地に避難してきており、当市におい
ても一時1700人に達しましたが、その後、
新潟県や埼玉県などが受け入れるとのこ
とで再避難している状況にあります。
　こうしたことから、市民の皆さんの間
にも「県外等に避難したい」、「まだしな
くて良いのか」というご意見もあるよう

ですので、伊達市としての対応について
ご説明するため、臨時広報紙を発行する
ことといたしました。
　伊達市の被害も小学校校舎の損壊など
少なくありませんが、関係団体とともに
鋭意取り組んでおり電気、水、道路など
インフラ復旧についてもめどが立ち、平
常の生活に戻りつつあるところです。し
かし原発問題は依然として収束せず不確
定な部分もありますが、伊達市としては
国、県の取り組みを見守りつつ、市民の
皆さんとともに冷静に対応してまいりた
いと考えておりますのでご理解を賜りた
いと思います。

〈だて市政だより災害対策号・第1号〉

平成23年6月30日1面

平成23年6月30日㊍
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　原発事故を受け、厚生労働省は平成23
年3月21日、水道水の放射性ヨウ素が
100Bq/㎏を超える場合、粉ミルクを水
道水で溶かして乳幼児に与えることを控
えるよう通達。22日、市は月舘地区布川
水源（対象660世帯、1,917人）の水道水
モニタリング検査で、120Bq/㎏の放射
性ヨウ素が検出されたことから、3歳未
満の乳幼児22人への水道水の摂取制限を
行い、対応策としてペットボトル（軟水）
2㍑2本を配付した。4月1日には、基準値を
下回ったことから、同地区の乳幼児に対する飲
用制限を解除した。
　なお、すりかみ浄水場の水道水からは、3月

17日にモニタリング検査を開始してから基準を
超える放射性ヨウ素は検出されなかった。
　放射性セシウムについては、3月21日以降、
検出されなかった。

　東京電力福島第一
原発事故により、大
量の放射性ヨウ素が
大 気 中 に 放 出 さ れ
た。放射性ヨウ素を
吸入することで、内
部被ばくによる甲状
腺がん発症の可能性

が指摘され、市では内部被ばくの低減に効果が
ある「安定ヨウ素剤」の配布準備を進めた。
　平成23年3月19日、県から安定ヨウ素剤が届
き、配布対象者（40歳未満）25,572人のリスト
アップを完了した。20日の第24回災害対策本部
会議では、安定ヨウ素剤は市が保管し、使用に

ついては県の指示で市災害対策本部が行うこと
を申し合わせた。21日の会議では、配布は各総
合支所行政区単位で行うとし、いつでも配布で
きる態勢を整えることを決めた。そして、23・
24の両日で袋詰め作業を完了し、各総合支所に
送付した。
　その後、県災害対策本部から服用の指示はな
く、市民への配布は行わなかった。
　安定ヨウ素剤は、緊急時に適切なタイミング
で服用しなければならないので、今後、国・県
等と十分協議・検討を行い、現実的に実施可能
な配布・服用方法等について、市地域防災計画
に定めていく予定である。

安定ヨウ素剤を準備

水道水は安全か

月舘地区の布川水源
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◦東日本大震災・原発事故 伊達市3年の記録

　福島第一原子力発電所で相次いだ爆発事故に
よる放射性物質の拡散を受けて、伊達市でも、
平成23年3月17日から福島県による放射線量測
定が開始され、この時の値は毎時7.35μSvを
記録した（3月13日から測定が開始されていた
福島市では、3月15日午後4時以降に測定値が
急上昇し、午後6時40分に毎時24.24μSvを記
録していた）。
　政府は、「今回の放射性物質の拡散は、直ち

に健康被害が出るものではない」とし、国民に
冷静な対応を呼びかけたが、市民からは「県外
に避難したい」「まだ避難しなくて良いのか」
といった声が出始め、市は3月21日発行の『だ
て市政だより　災害対策号第1号』で、「国・
県の原発事故への取り組みを見守りつつ、市は、
正しい情報と科学的根拠に基づいた判断によっ
て冷静に対処していく」と市民に知らせた。

放射能との闘い始まる
除染など独自の対策

原発事故後の市内各地域の放射線量測定結果

測定地点
伊達地域 梁川地域 保原地域 霊山地域 月舘地域

伊達総合支所 梁川分庁舎 保原本庁舎 霊山総合支所 霊山南側登山口
駐車場

小国ふれあい
センター 月舘総合支所 月舘町上手渡

川俣町境 布川浄水場 国道399号
飯舘村境

測定開始日 3月24日 3月24日 3月17日 3月24日 3月27日 3月29日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日

開始日の数値 2.86 1.87 7.35 4.3 4.84 7.24 3.2 4.7 3.1 9.47

◦3月17日に開始された保原本庁舎の測定は、県による空間線量モニタリング
◦その他の地点については、市が県より貸与されたシンチレーション式サーベイメータ（携帯用放射線量測定器）を使用しての空間線量モニタリング
◦単位は全てμSv/h（マイクロシーベルト毎時）

市は、子どもたちの心身の成長に必要不可欠な校庭の
放射能を低減するには除染が必要と判断し、平成23年
4月21日表土除去の実証実験を行い、その有効性と放
射性セシウムが地表面5㎝内に付着していることを確
認した。写真は4月29日、小国小学校の表土除去作業
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　しかし、市民、特
に子どもを持つ親の
放射能に対する不安
や恐れは、日を追う
ごとに増していた。
国の明確な指針もな
いまま、市は、子ど
も た ち の 健 康 と 安
全・安心な生活環境
を確保するため、5
月26日に放射能対策
事業として、学校施
設等の表土の除去、除染用具の購入、空調設備
の整備、放射線量計の購入経費等について、専
決処分による予算措置（約10億円）を行い、独
自の対策を次々と実施していった。

原発事故後の市内各地域の放射線量測定結果

測定地点
伊達地域 梁川地域 保原地域 霊山地域 月舘地域

伊達総合支所 梁川分庁舎 保原本庁舎 霊山総合支所 霊山南側登山口
駐車場

小国ふれあい
センター 月舘総合支所 月舘町上手渡

川俣町境 布川浄水場 国道399号
飯舘村境

測定開始日 3月24日 3月24日 3月17日 3月24日 3月27日 3月29日 3月24日 3月24日 3月24日 3月24日

開始日の数値 2.86 1.87 7.35 4.3 4.84 7.24 3.2 4.7 3.1 9.47

◦3月17日に開始された保原本庁舎の測定は、県による空間線量モニタリング
◦その他の地点については、市が県より貸与されたシンチレーション式サーベイメータ（携帯用放射線量測定器）を使用しての空間線量モニタリング
◦単位は全てμSv/h（マイクロシーベルト毎時）

県内4方部　環境放射線量測定結果（暫定値）

月　　日
県　北 県　中 会　津 いわき
福島市 郡山市 会津若松市 いわき市平

平　常　値 0.04 0.04−0.06 0.04−0.05 0.05−0.06
福島第一原発からの方向及び距離 北西約63㎞ 西約58㎞ 西約98㎞ 南南西約43㎞

3月15日（火） 0.09 0.05 0.06 0.57
3月16日（水） 21.40 2.92 2.22 1.06
3月17日（木） 14.40 2.84 0.10 1.46
3月18日（金） 12.70 2.83 0.52 1.17
3月19日（土） 11.10 2.40 0.42 1.05
3月20日（日） 9.31 2.54 0.38 0.86
3月21日（月） 7.94 2.54 0.36 0.73

※測定場所　県　北（福島市）：県北保健福祉事務所東側駐車場 ※単位は全てμSv/h（マイクロシーベルト毎時）
　　　　　　県　中（郡山市）：郡山合同庁舎　　　　　　　　　　　　　　　 ※測定時間（午前0時）
　　　　　　会　津：会津若松合同庁舎　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※福島県ホームページより引用
　　　　　　いわき：いわき合同庁舎駐車場

高まる保護者の不安

県放射線健康リスク管理アド
バイザーで、長崎大学の山下俊
一氏による「福島原発事故の放
射線健康リスクについて」の講
演会が伊達ＭＤＤホールで開
催され、約900人の聴衆がつめ
かけた（平成23年4月17日）

放射能被害について、当初の認識の経緯
2011年3月11日

14:46 東日本大震災発生

19:03 「原子力緊急事態」宣言
 ⇒影響なしと判断

21:23 3㎞圏「避難指示」、10㎞圏「屋内退避指示」

2011年3月12日

05:44 10㎞圏に「避難指示」拡大

15:36 1号機　水素爆発

18:25 20㎞圏に「避難指示」拡大

2011年3月14日

11:01 3号機　水素爆発
（放射能のプルームが伊達市方向へ）

2011年3月15日

06:14 4号機　水素爆発

11:00 20〜30㎞圏に「屋内退避指示」

2011年3月21日

市災害対策号（第1号）を発行
 ⇒「30㎞圏外なので心配ない」と記述
2011年3月23日

SPEEDIの公表（汚染の可能性認識）
 ⇒伊達市も影響があるかもしれない？
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◦東日本大震災・原発事故 伊達市3年の記録

　子どもたちが受ける放射線量の低減対策とし
て、市がまず取りかかったのが、小中学校等の
校庭の表土除去である。
　平成23年4月19日、文部科学省が示した空間
放射線量の暫定基準値（毎時3.8μSv）を上回っ
たため、小国小学校、富成小学校の屋外活動が
制限された。
　市は、早速、21日に表土除去による実証実験
を実施し、放射線量の低減効果を確認すると、
屋外活動制限が出された2施設と市が制限を指

示した富成幼稚園の校庭（園庭）の表土除去を
29日から開始した。そして、5月7日に行われ
た空間放射線量の再調査の結果、いずれの施設
も暫定基準値を下回ったため、屋外活動の制限
が解除された。
　その後、市内全ての小・中学校、幼稚園、保
育園（私立含む）等、合計60施設の表土除去を
実施し、汚染土壌は仮置き場が設置されるまで
の暫定措置として、各施設の敷地内に埋設した。

小中学校で校庭の表土除去

除去表土の校庭への埋設
作業（富成小学校）

①表土を5㎝除去し、一箇所にまとめる
②校庭に深さ135㎝の穴を掘る

③除去した表土を全面遮水シートで包む様にして埋設する
④発生土を埋め戻し、残土については施工業者の置き場へ搬出する
⑤除去した表土分を新しい土に入れなおす

5㎝ 5㎝

135㎝
100㎝

35㎝

表土除去のイメージ図

①表土

②発生土

⑤新しい土

④発生土

③除去した
表土

遮水シート
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県指定文化財の史跡で、敷地内へ汚染土壌を埋設することができない梁川中学校・小学校・幼稚園の除
染については、梁川小学校の校庭に一時仮置きすることで平成23年11月に作業を開始した。剝いだ表土
は、大型土のう袋に入れて集積し（1,757袋）、放射線を遮蔽するために周囲をＬ型のコンクリート擁壁
で囲んだ。その後、24年2月に、市役所梁川分庁舎の職員駐車場に設置した仮置き場へ搬出した

地域 測定施設 測定開始日 除去前 除去完了日 除去後

中
　
学
　
校

伊達 伊　達 H23.4.26 1.60 H23.8.30 0.18
梁川 梁　川 H23.4.27 1.24 H23.12.26 0.14

保原
松　陽 H23.4.17 3.32 H23.8.21 0.31
桃　陵 H23.4.25 2.27 H23.7.24 0.32

霊山 霊　山 H23.4.25 2.97 H23.7.22 0.31
月舘 月　舘 H23.4.26 2.07 H23.8.14 0.28

小
　
　
学
　
　
校

伊達
伊　達 H23.4.27 1.55 H23.7.30 0.14
伊達東 H23.4.26 1.90 H23.7.13 0.19

梁川

梁　川 H23.5.12 1.10 H23.12.26 0.20
富　野 H23.5.12 1.08 H23.9.17 0.18
堰　本 H23.5.12 1.37 H23.8.17 0.20
粟　野 H23.4.27 1.59 H23.8.28 0.26
白　根 H23.5.12 0.77 H23.8.28 0.17
山舟生 H23.5.12 0.88 H23.10.2 0.16
五十沢 H23.5.12 0.98 H23.8.22 0.20
大　枝 H23.4.27 0.98 H23.8.21 0.17

保原

大　田 H23.4.26 2.17 H23.7.3 0.16
旧保原 H23.4.26 2.17 H23.10.14 0.18
上保原 H23.4.20 2.17 H23.7.24 0.35
柱　沢 H23.4.20 3.36 H23.7.17 0.36
富　成 H23.4.20 4.78 H23.6.22 0.34

霊山

掛　田 H23.4.20 2.94 H23.7.16 0.27
小　国 H23.4.20 5.35 H23.6.22 0.32
大　石 H23.5.12 1.11 H23.7.11 0.11
石　田 H23.4.26 1.78 H23.7.9 0.25

月舘
月　舘 H23.4.25 2.11 H23.8.16 0.31
小　手 H23.4.24 2.55 H23.6.20 0.31

※測定地点は、いずれも、中学校は校庭中央の地表から100㎝
の高さ、小学校は地表から50㎝の高さ、園庭中央の地表か
ら50㎝の高さ

※単位は全てμSv/h（マイクロシーベルト毎時）

市内学校施設等の校庭・園庭の放射線量測定値
地域 測定施設 測定開始日 除去前 除去完了日 除去後

幼
　
　
稚
　
　
園

伊達
伊　達

H23.4.25

1.46 H23.7.14 0.18

伏　黒 2.07 H23.7.13 0.18

梁川

梁　川 1.23 H23.11.9 0.18

富　野 1.14 H23.9.1 0.16

堰　本 1.48 H23.8.17 0.23

粟　野 1.75 H23.8.30 0.18

保原

保　原 2.20 H23.7.27 0.30

こども園上保原
（上保原） 2.39 H23.7.19 0.43

柱　沢 2.94 H23.7.8 0.29

富　成 3.96 H23.6.22 0.34

保原教会 1.97 H23.7.10 0.26

こども園大田
(大田) 2.18 H23.7.1 0.13

霊山
掛　田 3.04 H23.6.30 0.30

神　愛 2.85 H23.6.18 0.26

月舘 月　舘 2.12 H23.7.31 0.30

保
　
　
育
　
　
園

伊達
伊　達 1.44 H23.7.19 0.27

保育所こじか園 1.68 H23.7.9 0.16

梁川

梁　川 1.19 H23.9.4 0.13

梁川中央 1.03 H23.8.5 0.16

しらうめ 1.03 H23.8.12 0.16

保原

保　原 2.40 H23.6.25 0.25

上保原
※こども園上保原と同じ 2.32 H23.7.19 0.32

保原保育園分園 1.79 H23.6.26 0.18

大　田
※こども園大田と同じ 1.19 H23.7.1 0.13

ベビーホームもも 1.93 H23.6.26 0.25

わんぱくランド 1.98 H23.6.5 0.30

霊山 霊山三育 3.48 H23.8.10 0.49

月舘 月　舘 2.22 H23.7.18 0.38
その他 霊山 霊山児童館 3.19 H23.6.27 0.34

梁川分庁舎仮置き場

梁川小学校校庭

搬出
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◦東日本大震災・原発事故 伊達市3年の記録

学校施設、プール除染を急ぐ
　子どもたちが学校生活で受ける放射線量のさ
らなる低減化を図るため、平成23年7月からは、
実証実験を兼ねた学校施設、プールの除染に着
手した。

　平成23年7月2日から、富成小学校及び富成
幼稚園で、校庭（園庭）以外の施設内のコンク
リートやアスファルト等の試験的な除染を実施
し、放射線量の低減に有効な工法を確認した。
その後、小国小学校、柱沢小学校及び柱沢幼稚
園に加え、24年3月から7月にかけては、松陽
中学校ほか5施設で実施した。残りの45施設に
ついては、25年度にモニタリング調査を行い、
測定結果に基づきホットスポット等の高線量箇
所の除染を順次行った。

　平成23・24年度に実施した学校施設の除染に
合わせ実施した。
　24年度は市内全ての小中学校で屋外プールで
の授業を実施するため、24年6月から伊達東小
学校ほか15施設で、高圧洗浄、コンクリート表
面切削のほか除草、高木刈り込みなどの除染作
業を行った。

学校施設

プール

アスファルト舗装面の除染作業
専門機械による削り取り作業（掛田小学校）

プ
ー
ル
除
染（
シ
ョ
ッ
ト
ブ
ラ
ス
ト
施
工
）

プ
ー
ル
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
面
は
専
門
機
械
に

よ
り
削
り
取
り
を
行
っ
た（
堰
本
小
学
校
）
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　原発事故の影響で、市内の各学校等では、放
射性物質が教室内に入るのを防ぐため、窓を閉
め切って授業をしており、適切な学習環境を確
保することから、市内すべての小中学校・幼稚
園・保育園に冷房設備を整備することにした。
　平成23年6月からエアコンの設置工事が始ま
り、8月初旬までには、ほとんどの施設（49施
設396室）にエアコンの設置を完了した。

　県より放射線量測定器2台を借用し、教育委
員会に1台、こども部に1台を配置して、平成
23年4月25日から職員による各学校・幼稚園・
保育園等の市独自の測定を始めた。
　7月には、市独自に購入した放射線量測定器
の配置（全ての学校施設等70施設70台）が完了
し、平日は施設ごとの測定となった（土日は引
き続き担当部局の職員）。
　そして、10月からは、県の緊急雇用事業「絆
づくり応援事業」に測定業務の委託を行い、現
在も継続している。エアコン室内機の設置（伏黒幼稚園）

はかるくん
測定当初は、文部科学省
より貸与された簡易放射
線量測定器「はかるくん」
を使用していた

すべての教育施設にエアコン

小中学校、幼稚園、保育園の
環境放射線量の測定

掛田小学校における除染作業前後の放射線量測定値 除染前：平成24年4月12日、13日
除染後：平成24年7月25日

測定箇所 地面の状態
地表1㎝ 地表50㎝ 地表100㎝

除染前 除染後 除染前 除染後 除染前 除染後

校庭（南部） 土 0.48 0.29 0.38 0.28 0.34 0.27 

校庭（南西部） 土 0.48 0.28 0.39 0.30 0.36 0.28 

校門 アスファルト 0.38 0.25 0.36 0.29 0.35 0.29 

校門（スロープ部） コンクリート 0.44 0.17 0.34 0.17 0.33 0.18 

昇降口前 コンクリート 1.18 0.17 0.60 0.19 0.47 0.19 

普通教室棟（南側） 土 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 

普通教室棟（西側） コンクリート 1.74 0.39 0.83 0.37 0.50 0.29 

管理特別教室棟（北側） 雨樋内 2.66 0.31 0.66 0.27 0.44 0.25 

管理特別教室棟（東側） 砂利 1.09 0.44 0.66 0.50 0.52 0.40 

体育館通路（校舎側） 砂利 0.22 0.17 0.23 0.18 0.22 0.20 

体育館入り口前 砂利 2.55 0.53 0.81 0.35 0.55 0.33 

体育館裏 土 4.03 0.32 0.92 0.25 0.57 0.26 

体育館北側敷地 土 0.51 0.43 0.53 0.43 0.55 0.44 

プール（南西部） ウレタン 0.60 0.30 0.41 0.24 0.35 0.22 

プール（北西部） ウレタン 0.47 0.32 0.36 0.24 0.31 0.23 

プール（北東部） 砂利 0.62 0.30 0.57 0.31 0.61 0.36 

プール（南東部） 砂利 0.60 0.32 0.47 0.32 0.43 0.33 

プール（南部） 土 24.90 0.34 2.93 0.27 1.15 0.24 

（単位：μSv/h）
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　放射能については、当初は情勢を
含めて分からず、判断するにも県等
からの情報は非常に少なかった。学
校現場においては、放射能への不安
が教職員からも出ていた。
　4月に入り、放射能の線量分布な
どが報道される時期から、放射能情
報への対応を含めた不安が増大して
いった。この時期より校庭等の放射
線量測定が始まった。
　国から屋外活動の制限が発表さ
れ、線量が比較的高いとされた小国
小学校や富成小学校の保護者から
強い不安が寄せられ、行政側にも放
射能の知識が十分でないことから、
その対応に苦慮した。

初期の放射能対策について

「富成小除染プロジェクトにみる伊達市の子ども放
射能対策」は、伊達市教育部資料より作成した。コメ
ントは、市政アドバイザー田中俊一氏、NPO法人放
射線安全フォーラム多田順一郎氏、JAEA（日本原子
力研究開発機構）吉田善行氏、富成小学校長勝見五
月氏らの思い出の記などから引用している。

飯舘村、川俣町に隣接する伊達市
は最前線。市民参加型のやり方も取り入れ
て、他の周辺自治体にとってのモデルとな
りたい。 （担当職員）

表土除去

学校表土の除去1
　放射線量を下げる手法として、新聞報道等によ
り地面の剝ぎ取りによる線量の低下が認められ
るとの報道から、旧下小国小学校校庭で実証実
験を行い線量低下が確認され4月29日から30日
にかけて、小国小学校や富成小学校、富成幼稚園
の表土除去を行った。この結果、それぞれ、70％
から90％程度線量が低下した。
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な
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3.11

チルドレンファースト＝子どもの放射能対策2
　小国小学校や富成小学校等の表土除去以降、市長から子どもた
ちが安心して生活できるような早急な対応・対策を検討するよう指
示を受け、関係部局で検討を始めた。
　市長が5月18日に衆議院文部科学委員会に出席し、放射能低減
化に向けた校庭の表土除去の説明を行い、「子どもが受ける線量
はできるだけ低く抑える努力はすべき」との考えから【災害対策号
（第11号5月26日号）】で子どもの放射能対策を公表し、総額10億
円余の予算について議会の理解を得ながら専決処分した。

専決処分内容
小中学校・幼稚園・保育園（私立含む）等の表土除去 3.9億円
空調設備の整備（学校等関連49施設） 5.9億円
学校施設等への線量計の配付等 0.2億円

5/18 衆議院文部科学委員会
に市長出席

「子どもが受ける線量は
できるだけ低く抑える努
力はすべき」と訴える。

校庭表土5㎝除去。敷地内
に仮置き。
校庭の栽培園の除去。しか
し、地区の同意が得られず
校庭に表土仮置き。

3/23 卒業式

4/６ 入学式、始業式

3/14-18 休校

4/29-30 校庭表土除去作業

4/22 
校舎・校庭等の利用判断における
暫定的な考え方についての

保護者説明会
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富成小除染プロジェクトにみる富成小除染プロジェクトにみる 伊達市の子ども放射能対策伊達市の子ども放射能対策
保護者からの質問
土壌を入れ替えることは効
果的なのか。また、入れ替

えるとしたら、何㎝土壌を削る
必要があるのか。

土壌の入れ替えについて
は、有効と考える。明確に

は言えないが、現段階では降り
積もっているだけであるので、
数㎝削るだけでよいと思われ
る。
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果的なのか。また、入れ替

えるとしたら、何㎝土壌を削る
必要があるのか。

土壌の入れ替えについて
は、有効と考える。明確に

は言えないが、現段階では降り
積もっているだけであるので、
数㎝削るだけでよいと思われ
る。

Q

A

91第2章 いのちを守れ◦

見
え
な
い
敵
放
射
能
と
の
闘
い
［
第
1
段
階
］

手
探
り



　一番の被害者は何の罪もない子どもたち
です。校庭に埋めてある限り不安は払うこと
ができない。工事に着手するならば、保護者
や地域の意向を伺うべきです。皆さんが納得
の上で進めていただきたいです。

富成小学校として校舎やそ
の周辺の除染作業を行う予定で
あったが、市のプロジェクトとして実
施する計画が時期的にも合うので、
日程を調整し、富成小で行ってはと
いう提案が示された。プロジェクト
として除染を行うメリット（専門家が
入ることで効果的な除染への助言
を得ることができる。除染に当たる
人数も多くなる）の説明にPTAの理
解が得られた。 （勝見）

学校除染3
　表土除去については、校庭の表土除去に限ら
ず「除染」という考えを入れながら行うこととし
た。これには、後に市政アドバイザーとなる田中
俊一先生やNPO法人放射線安全フォーラム、
JAEAの皆様の数々の実証とアドバイスにより
除染方法を見いだしていった。
　この除染方法については、6月下旬から7月に

かけて富成小学校において実証実験を行いなが
ら効果的な方法等を検討していった。この除染
には、富成小学校の保護者も参加しプールの除
染も行い7月19日プール開きを行うことができ
た。これらのことがなかったら伊達市の除染も
なかなか進まなかったのではないかと思う。

保護者から連絡帳にて要望

保護者からの質問
これから夏に向かうので、
家庭での窓の開放や、子ど

もたちの半そで、半ズボン着用
ができないことをどうしたらよい
か？

文科省ダストサンプリング
データを示して回答

「5月7日以降、放射性ちりは空
気中に検出されていない。
　皮膚につく心配はないので、
長袖は必要なく、よほどの強い
風の吹く日でない限り、窓も開
けてかまわない。」

Q

A VOICE

VOICE

「きちんと数値で
目に見せること」が納得
に繋がり強い説得力を持
つことに本当に驚いた。
（勝見）

VOICE

「放射線と健康影響について」広島大
学放射線医療学研究所教授 神谷研二
先生(松陽中学校)。全職員参加。放射
線の対応について基本を確認。

プラスチック製のタ
ンクにプールの汚れ
た水を汲んで満たし、
ゼオライトを入れて
撹拌、水に溶けたセ
シウムを吸着し、さら
に凝集剤でアオコ汚
泥とともにそのゼオ
ライトを凝集、沈ませ
て、きれいになった水
と分け、Bq値をチェッ
ク

6/６ 放射能対策や表土除去についての
保護者説明会

6/８ プールの水採取

6/10 校庭表土の埋設作業

6/18 エアコン設置作業

6/22 表土を
校庭に埋設完了

プール除染

「第1回目、処理後の水中の
放射性セシウム濃度、26Bq/㎏」
「第2回目、処理後の水中の放射性セ
シウム濃度、36Bq/㎏」…
　永野さんの声が、１㌧ずつの処理
が終わるたびにプールサイドに響き
渡る。十分に浄化され、排水しても
いい規制値50Bq/㎏を下回ることが
確認できたのだ。開発に携わった皆
がホッと安心した瞬間だ。作業を遠
巻きにして見ていただいていた流域
の水利組合の方々に除染の方法と
結果を説明すると、その場で「用水
路に流してもよい」との了解をいた
だいた。 （吉田）

6/26 放射線講演会

7/１ 田中俊一氏に
市政アドバイザー（放射能対策）委嘱

7/２-３ 除染作業

7/９ プール除染作業
～7/15
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計
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ら
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い
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ョ
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〝
自
分
た
ち
の
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で
除
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で
き
る
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う
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に
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護
者
の
方
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う
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7/11 伊達市災対本部が
『放射能に負けない宣言』

除染作業
①ベランダは洗い流し除染
②窓枠、溝などは化学雑巾での
拭き上げ
③窓は水雑巾での拭き上げ（繰
り返し使わない）
④アスファルト舗装部分はショ
ットブラスト法による表面の
除染
⑤レンガなどはサンドブラスト
による研磨
⑥プールは排水処理を行い、

その後プールの全域にわたり
除染
⑦校庭法面は斜面が急なため、
重機が入らないので人手によ
る表土剝離。ボランティアを
募り、作業を行う
⑧排水溝、側溝は土やコケを取
り除き、高圧洗浄
⑨廃棄物に関しては、遮蔽効果
を利用し、土のうで囲み体育
館裏手にまとめる

次ページへ続く☞
除去表土を校庭に埋設

☜前ページから続く

平成23年7月、
舗装面の削り取り
表面：2～3μSv/h

↓
0.7～1μSv/h

平成23年
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による研磨
⑥プールは排水処理を行い、
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⑦校庭法面は斜面が急なため、
重機が入らないので人手によ
る表土剝離。ボランティアを
募り、作業を行う

⑧排水溝、側溝は土やコケを取
り除き、高圧洗浄
⑨廃棄物に関しては、遮蔽効果
を利用し、土のうで囲み体育
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福島民報
7月20日掲載

富成小学校の除染は、公共施設を含
む広い意味での住居の除染技術やプールの
除染技術をほぼ確立した点と、ボランティアや
専門家の協力を得て、自らが除染することが
可能であることを実証した点で、その後の除
染活動の方向性を示すものであった。（多田）

　毎日通うJAEAやアトックスの皆
さんは子どもたちにも温かい声を
かけてくださる。必死で除染する
姿に、終了後にお礼の手紙を渡し
た児童もいた。

ありがとうメッセージ

VOICE

富成小学校で除染プロジェクトが行
われたことについてPTA会長は「除染につい
ては富成小が絶好の環境(除染が必要な対
象が多様)にあったからだと思います。おか
げで真っ先に除染していただけたのだと思い
ます」と述べている。 （勝見）

VOICE

富成小学校での実証実験4
　除染に係る実証実験は、先にも述べた田中俊一先生との
出会いから始まる。4月下旬か5月下旬に、NPO法人放射
線安全フォーラムの方々が、除染方法の提案ということで
市長面会が設定された。市長所用ということで副市長、市
民生活部長とともに子どもの放射線対策を検討中であった
ことから教育部も同席した。飯舘の長泥地区での活動をは
じめとして「原子力に携わってきた一人としてこの状況でで
きる限りのご協力をしたい」との話を伺った。今後行う学
校除染もあり、専門家の意見を聞きながら事業を進めよう
との市長の判断で連携をお願いすることとなった。学校で
の実証実験を行うべく6月中に学校の立地環境が複雑（裏
山・アスファルト・コンクリート階段・法面）な富成小学校を
モデルに行うこととした。伊達市では、放射能対策に専任
させるために機構改革と人事異動を7月1日に行った。7月
からは放射能対策は市民生活部が所管することとなった。
　7月1日に実証実験を行うこととした日程が組まれ、その
準備や学校や保護者との連絡などをして当日を迎えた。実
証実験のトラックや関係車両など10台以上50人以上の方々
が見えられ田中先生の指示の下、実験が行われた。暑い日
であり、先生はじめみえられた人は、全身汗まみれになり
一生懸命、線量調査や実証実験を行っていた。暑い中、休
憩も取らず、一途に行っていた状況を見て、ことの重大さと
先生方への絶対の信頼が私の中にできた。
　富成小学校の保護者等説明は、勝見校長先生、田中先
生、市民生活部次長が昼夜の別なく丁寧に対応し、分かり
やすく説明した。そのため保護者の不安も徐々に解け、保
護者自ら除染作業に参加することやプール開きの開催まで
になった。 （担当職員）

VOICE

　今
年
の
夏
は
例
年
に
な
い
ほ
ど
の
猛
暑
続
き

で
、こ
の
日
も
朝
か
ら
気
温
は
う
な
ぎ
上
り
の
状
況

に
あ
っ
た
。

　市
役
所
で
は
環
境
防
災
課
が
中
心
と
な
り
全
職
員

が
一
丸
と
な
り
災
害
対
策
に
取
り
組
む
最
中
、当
時
の

佐
藤
市
民
生
活
部
長
よ
り
市
民
協
働
課
が
こ
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
大
臣
視
察
の
対
応
を
任
さ
れ
た
。

　私
た
ち
職
員
に
は
、全
国
か
ら
集
ま
っ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
に
ど
の
よ
う
な
作
業
を
お
願
い
す
れ
ば

い
い
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
状
況
で
、淡
々
と
作
業

内
容
を
指
示
す
る
田
中
先
生
の
姿
が
、と
て
も
不
思
議

に
、そ
し
て
頼
も
し
く
見
え
た
。

　こ
の
初
め
て
の
除
染
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
る

除
染
活
動
を
前
に
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
の
窓
口
を
さ

れ
た
コ
ー
プ
ふ
く
し
ま
の
加
藤
さ
ん
よ
り
様
々
な
問
い

合
わ
せ
が
届
い
た
。

　中
で
も
富
成
小
学
校
は
阿
武
隈
急
行
の
駅
か
ら
も
車

で
10
分
は
か
か
る
場
所
に
あ
り
、公
共
交
通
機
関
を
利

用
さ
れ
参
加
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
移
動
手
段

確
保
に
つ
い
て
、厳
し
い
ご
指
摘
を
受
け
た
が
、こ
れ
ら

の
こ
と
が
そ
の
後
の
伊
達
市
で
の
除
染
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
受
け
入
れ
時
に
役
立
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　ま
た
、作
業
に
使
用
す
る
機
材
も
ま
っ
た
く
分
か
ら

ず
、科
学
技
術
の
粋
を
集
め
た
原
子
力
事
故
対
応
で
あ

る
た
め
、除
染
作
業
に
は
特
殊
な
機
材
が
必
要
で
は
と

思
い
つ
つ
も
市
役
所
に
あ
る
草
削
り
や
竹
ぼ
う
き
を
か
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集
め
持
参
し
た
。し
か
し
、田
中
先
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が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
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に
示
す
作
業
手
法
は
、ま
さ
に
草
削
り
で
校

庭
法
面
の
植
木
の
周
辺
の
土
を
丁
寧
に
削
り
取
る
作

業
で
、特
殊
機
材
ど
こ
ろ
か
、市
役
所
か
ら
持
ち
込
ん

だ
草
削
り
が
現
場
で
は
圧
倒
的
に
不
足
し
、同
僚
と
市

内
の
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ー
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セ
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タ
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ど
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走
っ
た
。

　遠
く
は
兵
庫
、名
古
屋
か
ら
、そ
し
て
多
く
は
関
東

圏
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
駆
け
つ
け
ら
れ
、炎
天
下

の
中
、も
の
す
ご
い
パ
ワ
ー
で
除
染
に
取
り
組
ま
れ
て

い
た
。

　今
に
な
っ
て
思
う
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
中
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
方
々
が
身
分
を
名
乗
る
こ
と

な
く
、一
個
人
と
し
て
特
別
の
思
い
で
作
業
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
感
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　（担
当
職
員
）

☜前ページから続く

まわせ　まわせ　ぐるぐるまわせ　
プールの水を　ぐるぐるまわせ
力を合わせて　全部まわして
みなでつくるぞ　流れるプール

手をつないでいこう　つらくなっても
助け合っていこう　疲れたときも
輪になり前向き　進んでいこう
流れるプールの　流れに乗って

水にもぐって　見上げてみたら
ちかちかまばゆい夏空の中に
少しずつ見えた　のぞみが見えた　
流れるプールの　その向こうがわに

（吉田）

流れるプールの詩

除染は“復旧”作業で
あり、しかも、除染の

結果は“不完全な復旧”でしかな
い。広範囲な放射能汚染から“復
興”するためには、除染だけでな
く、汚染を受ける前よりも魅力的
な地域を建設するための新たな工
夫が必要になる。 　  （多田）

復興

7/16-17 除染ボランティア作業
コープふくしまによる
ボランティア多数

7/16 細野大臣
現地視察

7/19 
プール開き

7/18 富成小学校・幼稚園除染工事完了

8/18 日本原子力研究開発機構
理事長視察

7/29 積算線量計
（ガラスバッ　ジ）配付

8/17 文部科学省視察

ボランティア
平成23年
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　毎日通うJAEAやアトックスの皆
さんは子どもたちにも温かい声を
かけてくださる。必死で除染する
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　除染に係る実証実験は、先にも述べた田中俊一先生との
出会いから始まる。4月下旬か5月下旬に、NPO法人放射
線安全フォーラムの方々が、除染方法の提案ということで
市長面会が設定された。市長所用ということで副市長、市
民生活部長とともに子どもの放射線対策を検討中であった
ことから教育部も同席した。飯舘の長泥地区での活動をは
じめとして「原子力に携わってきた一人としてこの状況でで
きる限りのご協力をしたい」との話を伺った。今後行う学
校除染もあり、専門家の意見を聞きながら事業を進めよう
との市長の判断で連携をお願いすることとなった。学校で
の実証実験を行うべく6月中に学校の立地環境が複雑（裏
山・アスファルト・コンクリート階段・法面）な富成小学校を
モデルに行うこととした。伊達市では、放射能対策に専任
させるために機構改革と人事異動を7月1日に行った。7月
からは放射能対策は市民生活部が所管することとなった。
　7月1日に実証実験を行うこととした日程が組まれ、その
準備や学校や保護者との連絡などをして当日を迎えた。実
証実験のトラックや関係車両など10台以上50人以上の方々
が見えられ田中先生の指示の下、実験が行われた。暑い日
であり、先生はじめみえられた人は、全身汗まみれになり
一生懸命、線量調査や実証実験を行っていた。暑い中、休
憩も取らず、一途に行っていた状況を見て、ことの重大さと
先生方への絶対の信頼が私の中にできた。
　富成小学校の保護者等説明は、勝見校長先生、田中先
生、市民生活部次長が昼夜の別なく丁寧に対応し、分かり
やすく説明した。そのため保護者の不安も徐々に解け、保
護者自ら除染作業に参加することやプール開きの開催まで
になった。 （担当職員）

VOICE

　今
年
の
夏
は
例
年
に
な
い
ほ
ど
の
猛
暑
続
き

で
、こ
の
日
も
朝
か
ら
気
温
は
う
な
ぎ
上
り
の
状
況

に
あ
っ
た
。

　市
役
所
で
は
環
境
防
災
課
が
中
心
と
な
り
全
職
員

が
一
丸
と
な
り
災
害
対
策
に
取
り
組
む
最
中
、当
時
の

佐
藤
市
民
生
活
部
長
よ
り
市
民
協
働
課
が
こ
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
大
臣
視
察
の
対
応
を
任
さ
れ
た
。

　私
た
ち
職
員
に
は
、全
国
か
ら
集
ま
っ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
に
ど
の
よ
う
な
作
業
を
お
願
い
す
れ
ば

い
い
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
状
況
で
、淡
々
と
作
業

内
容
を
指
示
す
る
田
中
先
生
の
姿
が
、と
て
も
不
思
議

に
、そ
し
て
頼
も
し
く
見
え
た
。

　こ
の
初
め
て
の
除
染
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
る

除
染
活
動
を
前
に
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
の
窓
口
を
さ

れ
た
コ
ー
プ
ふ
く
し
ま
の
加
藤
さ
ん
よ
り
様
々
な
問
い

合
わ
せ
が
届
い
た
。

　中
で
も
富
成
小
学
校
は
阿
武
隈
急
行
の
駅
か
ら
も
車

で
10
分
は
か
か
る
場
所
に
あ
り
、公
共
交
通
機
関
を
利

用
さ
れ
参
加
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
移
動
手
段

確
保
に
つ
い
て
、厳
し
い
ご
指
摘
を
受
け
た
が
、こ
れ
ら

の
こ
と
が
そ
の
後
の
伊
達
市
で
の
除
染
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
受
け
入
れ
時
に
役
立
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　ま
た
、作
業
に
使
用
す
る
機
材
も
ま
っ
た
く
分
か
ら

ず
、科
学
技
術
の
粋
を
集
め
た
原
子
力
事
故
対
応
で
あ

る
た
め
、除
染
作
業
に
は
特
殊
な
機
材
が
必
要
で
は
と

思
い
つ
つ
も
市
役
所
に
あ
る
草
削
り
や
竹
ぼ
う
き
を
か

き
集
め
持
参
し
た
。し
か
し
、田
中
先
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
々
に
示
す
作
業
手
法
は
、ま
さ
に
草
削
り
で
校

庭
法
面
の
植
木
の
周
辺
の
土
を
丁
寧
に
削
り
取
る
作

業
で
、特
殊
機
材
ど
こ
ろ
か
、市
役
所
か
ら
持
ち
込
ん

だ
草
削
り
が
現
場
で
は
圧
倒
的
に
不
足
し
、同
僚
と
市

内
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
へ
調
達
に
走
っ
た
。

　遠
く
は
兵
庫
、名
古
屋
か
ら
、そ
し
て
多
く
は
関
東

圏
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
駆
け
つ
け
ら
れ
、炎
天
下

の
中
、も
の
す
ご
い
パ
ワ
ー
で
除
染
に
取
り
組
ま
れ
て

い
た
。

　今
に
な
っ
て
思
う
と
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
の
中
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
方
々
が
身
分
を
名
乗
る
こ
と

な
く
、一
個
人
と
し
て
特
別
の
思
い
で
作
業
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
感
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　（担
当
職
員
）

☜前ページから続く

まわせ　まわせ　ぐるぐるまわせ　
プールの水を　ぐるぐるまわせ
力を合わせて　全部まわして
みなでつくるぞ　流れるプール

手をつないでいこう　つらくなっても
助け合っていこう　疲れたときも
輪になり前向き　進んでいこう
流れるプールの　流れに乗って

水にもぐって　見上げてみたら
ちかちかまばゆい夏空の中に
少しずつ見えた　のぞみが見えた　
流れるプールの　その向こうがわに

（吉田）

流れるプールの詩

除染は“復旧”作業で
あり、しかも、除染の

結果は“不完全な復旧”でしかな
い。広範囲な放射能汚染から“復
興”するためには、除染だけでな
く、汚染を受ける前よりも魅力的
な地域を建設するための新たな工
夫が必要になる。 　  （多田）

復興

7/16-17 除染ボランティア作業
コープふくしまによる
ボランティア多数

7/16 細野大臣
現地視察

7/19 
プール開き

7/18 富成小学校・幼稚園除染工事完了

8/18 日本原子力研究開発機構
理事長視察

7/29 積算線量計
（ガラスバッ　ジ）配付

8/17 文部科学省視察

ボランティア
平成23年

95第2章 いのちを守れ◦

見
え
な
い
敵
放
射
能
と
の
闘
い
［
第
1
段
階
］

手
探
り



96

Date City Report 
since 2011.3.11

◦東日本大震災・原発事故 伊達市3年の記録

計画的避難区域に準じ市独自の支援始まる
　震災発生から1カ月が経過した平成23年4月
11日、国は福島第一原発から20㎞以遠で、年間
積算線量が20mSvに達する恐れのある区域を

「計画的避難区域」に設定し、4月22日、飯舘
村全域、川俣町山木屋地区などを指定した。伊
達市についても、該当する地域があることを認
めつつ、ごく一部（霊山町石田・宝司沢地区）
であることから区域の指定はしないとした。
　市は、その直後から当該地区住民の放射能へ
の不安に対応するため、空間線量の測定を強化
するとともに、比較的線量の低い地域の市営住
宅等への自主避難対策も検討するとした。「計
画的避難区域」の指定を受けると、区域外移住
が義務付けられ、一時立ち入りも基本的に認め
られず、産業活動も規制されるなど、市民生活
に甚大な影響を及ぼすため、こうした強制避難

よりは、伊達市独自の地域の実情に応じた対策
を講ずることが望ましいと判断した。
　対象が44戸・160人の地区であることを踏ま
え、5月14日、りょうぜん紅彩館で説明会を開
催し、一時的に避難を希望する人に対して市営
住宅を提供するなど、独自の支援方針を示すと
ともに、今後は個別具体的に対応することとし
た。
　市は、6月4日、霊山町石田・坂ノ上、八木
平地区で避難を希望する14世帯を対象に個別相
談会を開催し、市営住宅の無償提供や、日赤か
らの家電6点セットの提供などの自主避難支援
を開始した。県も今後、市が行う独自の住民支
援策を後押ししていくこととした。

放射線に関する理解を深めてもらうため、「放射線に関する
勉強会」を開催する（平成23年6月12日　霊山中央公民館）

「原発避難者への住宅提供支援」➡290頁へ
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　国は、平成23年6月3日、霊山町上小国地区
と石田地区で基準値（年間積算線量20mSv）を
超す地点があるとして、環境放射線モニタリン
グの状況を踏まえながら、適切に対応していく
との考えを示した。
　6月16日には、6月11日、12日に実施した霊
山町石田地区、小国地区、月舘町月舘・相葭地
区の環境放射線モニタリング調査の結果を公表
するとともに、原発事故発生後1年間の積算線
量が20mSvを超えると推定される特定の地点
として、住居単位で「特定避難勧奨地点」に設
定し、避難支援の実施と注意喚起を促すと発表
する。
　この制度は、原子力災害対策特別措置法に基
づく措置とは違い、強制避難ではない。産業活
動等も著しく規制されることはないため、原子
力災害対策本部の権限に基づき、現地対策本部

長が県、市町村と協議し、国の関与を明確にす
ることを文書化して地点を特定するものとした。
　6月30日、国（原子力災害現地対策本部）は、
県、市と協議の上、霊山町上小国30地点32世帯、
下小国49地点54世帯、石田19地点21世帯、月舘
町相葭6地点6世帯の合計104地点・113世帯を
特定避難勧奨地点に設定した。その後、11月25
日には、保原町富成8地点10世帯、霊山町下小
国4地点4世帯、石田1地点1世帯の合計13地
点・15世帯が追加設定された。
　市は、この制度について、当初から「住居単
位とした地点」ではなく、「地域や小集落単位
の面」にすべきであると主張してきた。しかし
国は、放射線量の高低により住居単位で設定す
るのがこの制度の根本であるとし、変更を認め
なかった。市の主張に対して国は、「現地の事
情（妊婦、子ども等）を最大限に配慮して特定
した」と説明した。
　当初、強制避難ではないことから賠償金の発

国が特定避難勧奨地点を設定

計画的避難区域と特定避難勧奨地点について
計画的避難区域 特定避難勧奨地点

対象となる区域 事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超える地点
が、地域全体に広がりをもって存在

事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超える地点
が、地域の一部に存在（除染が容易でない住居の単位
で存在）

安全性の観点 生活全般を通じて20mSvを超える懸念がある
線量の高い地点を離れればより低い線量であること
から、必ずしも生活全般を通じて20mSvを超える懸
念は少ない

政府の対応 計画的な避難（政府として一律に避難を求める） 注意喚起、情報提供、避難の支援等（政府として一律
に避難を求めるものではない）

特定避難勧奨地点に設定された世帯の避難状況

避難先
Ｈ24.1.1 Ｈ26.1.1 増減

世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数
伊達市内 64 235 50 184 −14 −51

県内他市町村 25 83 24 72 −1 −11
県　外 4 10 4 13 0 3

避難合計 93 328 78 269 −15 −59

滞在・帰還 35 153 50 212 15 59

対象世帯等合計 128 481

特定避難勧奨地点の設定が解除されてから1年後の避難状況は、解除前と大きく変わっていない
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スクールバス、サマースクールを実施市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
　�

平
成
23
年
7
月
7
日
発
行

　7月1日に国の災害対策本部は、本市霊
山町上小国、下小国、石田及び月舘町相葭
の4地区について、年間積算放射線量推計
値が20mSvを超えると推定された104地点
を「特定避難勧奨地点」として設定し、
113世帯が対象となりました。
　この制度が、先に飯舘村などに適用され
た「計画的避難区域」と根本的に異なる点
は、行政地区全体ではなく住居（世帯）単
位であることで、避難は全世帯が強制では
なく自由意志であることです。この住居（世
帯）単位という点で、当市としても危惧の
念を抱き、コミュニティを壊さないように
できるだけ集落単位で、乳児・子どものい
る世帯を考慮することなどを国に要望し、
これを極力配慮された結果、486世帯中113
世帯が対象となったところです。
　以前から、小国小学校の保護者を中心に
子どもの放射能被害について心配する声が
多く、避難を希望する親も多いと承知して
いるところですが、今回の指定で小国小学
校では57人の子どものうち、20人の世帯が
対象となり、不満が出ていると聞いており
ます。

　放射能対策として、今回の国の制度は十
分とはいえない面もあると思いますが、ま
ずは実行して必要があれば国に見直しを要
望することとしたいと考えております。
　いずれにしても、子どもの放射能対策が
重要であると認識しており、当面は、懇談
会などで要望のあった通学時における放射
能対策としてのスクールバスの運行、夏休
み期間中に放射能の影響が少ない地域でサ
マースクールの実施を進めております。ま
た、放射能対策の専門家である市政アドバ
イザーの田中俊一先生らにより、7月3日
に小国地域の放射線量調査を行い、除染の
方法などを検討しているところです。今後、
市と地域が協力し、地域の除染活動を早急
に進めてまいりたいと考えています。
　このような放射線量低減化策や除染活動
などの放射線量を下げる努力を地域ぐるみ
市全体で行うことにより、住み慣れた地域
での生活を続け、地域コミュニティの絆を
保ち、元の伊達市に戻したいと考えていま
すので、市民のみなさんのご理解とご協力
をお願いいたします。

〈だて市政だより災害対策号・第17号〉

生はないとされていたが、原子力損害賠償紛争
審査会の中間指針で、東京電力による賠償金の
支払い等が行われることになった。このことが
地域コミュニティに重大な影響を及ぼし、徐々
に問題が拡大することとなった。
　市は、特定避難勧奨地点の設定を早急に解消
し、元の健全なコミュニティに戻すため、市の
除染事業において最重点場所であるAエリアに
位置づけ、生活圏の面的除染に全力を注いだ。
放射能汚染廃棄物の仮置き場確保に向け連日、
集落・町内会単位で住民説明会を開催し、住民

の理解で仮置き場設置と除染が進んだ結果、放
射線量の低下が顕著となった。
　国は24年3月30日、「解除後1年間の積算線
量が、20mSv以下となることが確実であるこ
とが確認された場合には設定を解除する」こと
を発表する。この方針に基づき、24年12月1日
から12日にかけて環境放射線モニタリング調査
が実施された結果、年間20mSvを超えること
は今後ないと判断し、12月14日、117地点・128
世帯に設定された特定避難勧奨地点を全て解除
した。
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通学支援マイクロバスの運行
日本郵便事業の東日本大震災寄附金を活用し
て、通学支援用にマイクロバス3台を購入した

通学支援でスクールバス運行
　児童の登下校時に受ける放射線量の低減対策
として、スクールバス等の運行による通学支援
を平成23年6月から霊山町石田地区の自主避難
者を対象に開始し、順次対象地区を拡大した。

【特定避難勧奨地点のある地区】
①霊山町下小国、保原町富成

→公共交通機関のない両地区では、市内のバ
ス事業者に委託し、登校時1回、下校時2回
のスクールバスを平成23年7月13日から（富
成地区は23年9月29日から）運行している。

②霊山町上小国
→これまで実施していた遠距離通学支援内容
を拡充した生活バスによる通学支援を、平成
23年8月から実施している。

③霊山町石田
→平成23年7月から新たに生活バスや路線タ
クシーによる通学支援を実施している。

　なお、市内の他地区に避難した児童生徒が避
難前の学校にタクシー通学するための支援も、
霊山町小国、石田地区で23年8月25日から（保原
町富成地区は24年2月1日から）実施している。

【比較的線量の高い地区等】
①霊山町山野川

→石田地区と合わせて平成23年7月から生活
バスによる通学支援を実施している。

②霊山町山戸田、中川
→上小国地区と合わせて、これまで実施して
いた遠距離通学支援内容を拡充した生活バス
による通学支援を、平成23年8月から実施し
ている。

③霊山町掛田字朝草口
→平成24年2月20日から路線タクシーによる
通学支援を実施している。

　市教育委員会は、24年12月に特定避難勧奨地
点の設定が解除されたことを受け、下小国・富
成地区のスクールバスの運行、それ以外の地域
の児童生徒に対する生活バスや路線タクシーに
よる通学支援は、通学路の除染がすべて完了し、
安全が確保されるまで当面継続するとした。そ
して、設定が解除された現在も、引き続き避難
している児童・生徒が多く、保護者からの継続
の要望も多いことから支援を続けている。
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特定避難勧奨地点のある地区で健康相談

飯舘村避難村民の
健康づくりも支援

　原発事故以降、屋外での活動制限、作物の出
荷制限など、日常生活の変化による健康被害や、

「引きこもり」等の心理的な落ち込みが懸念さ
れた。
　特に、特定避難勧奨地点のある地区では、放
射能の不安や避難勧奨による家族の分散、設定
の有無による地域活動への影響も報告されてお
り、そのことが心身の健康に不安を与えるもの
と懸念されていた。
　健康への不安と精神的負担の軽減、地域住民
の交流を目的に、市は、平成23年10月から霊山

町小国地区、石田地区、月舘町月舘・相葭地区
の住民を対象に、特定避難勧奨地点のある地区
の健康相談会として、「お茶のみにこらんしょ」
を10カ所でスタートさせた。
　平成23年度に7回で76人、平成24年度に40回
で325人の参加があったが、それぞれが大きな
ストレスを抱えており、家族間の問題、補償の
問題など多岐にわたった課題が顕在化されたた
め、今後は、個別訪問等による一人ひとりへの
心のケアと家族への支援を強化していく必要が
ある。

　平成23年9月から約半年間、伊達市・飯舘村・
筑波大・筑波大附属病院などは、健康づくり支
援プロジェクト・チームを編成して、仮設住宅
で慣れない避難生活を送る飯舘村からの避難住
民を健康面でサポートする「仮設住宅健康づく
り支援プロジェクト事業」に取り組んだ。
　避難者一人ひとりに歩数計と血圧計を配付し
て、毎日グラウンド内にある集会所から筑波大
にインターネットを通じて数値を送って健康管

理するとともに、週1回の健康教室と月2回の
健康相談を実施した。

平成23年7月、計画的避難区域に設定され全村避
難を余儀なくされた飯舘村民が住む仮設住宅126戸
が伊達東グラウンドに建設された

「お茶のみにこらんしょ」
血圧測定、健康相談、専門スタッフによるミニ講話やス
トレス解消体操やゲームをして楽しい一時を参加者で共
有した（平成25年7月3日　霊山町上小国上組）



101第2章 いのちを守れ◦

見
え
な
い
敵
放
射
能
と
の
闘
い
［
第
1
段
階
］

手
探
り

　平成23年3月25日、県は、原発事故に伴い飛
散した放射性物質による県内農用地の土壌汚染
を調査するため、その結果及び今後の方針が示
されるまで、予定している農作業を延期するよ
う県内の営農家へ要請した。
　農用地の土壌調査は、3月31日と4月1日の
2日間にわたって、警戒区域に設定された市町
村を除く県内各市町村の水田・畑地合わせて70
地点で実施された。

　4月6日、県は、調査結果を発表し、放射性
セシウム濃度が高かった本市の月舘地域を含む
7市町村54地点の水田については再調査を実施
し（4月5日〜7日）、その結果が公表される
まで稲等の作付け延期をあらためて要請した。
その他の地域の作付けについては、これまでの
延期要請を解除した。

　4月12日、県は、再調査の結果を発表し、全
ての地点で作付制限基準の5,000Bq/kg を下回
り、避難区域等を除く県内各市町村で稲等の作
付けが可能であるとした。
　放射能への恐れ、相次ぐ農産物の出荷制限、
風評被害の懸念など、これまでに感じたことの
ない大きな不安を抱えながら、農家は平成23年
産の営農に取り組み始めた。

　4月8日、農林水産省は、稲の作付けに関す
る考え方として、避難区域等に加え、水田土壌
の放射性セシウム濃度の調査結果及び水田土壌
中の放射性セシウムのコメの移行の指標からみ
て、生産したコメが食品衛生法上の暫定規制値

（500Bq/㎏）を超える可能性の高い地域につい
ては稲の作付制限を行うとともに、作付制限以
外の地域においても、収穫時にコメの分析を行
い、暫定規制値を超える場合は出荷制限の指示
を行うと発表した。そして、4月22日、「避難
のための立退きを指示した区域」、「計画的避難
区域」及び「緊急時避難準備区域」について、
平成23年産米の稲の作付制限指示を正式に行っ
た。

農用地の土壌調査

県産農産物の生産は可能か?
土壌調査行われる

県産農産物の生産に
ゴーサインが出される

国、平成23年産米の
稲の作付け方針を示す

　土壌中の放射性物質がどの程度作物に取
り込まれるかを数字で表したものを「移行
係数」といい、その数値は農作物の種類、
同じ農作物でも土壌の性質や栽培条件に
よって異なる。
　コメの移行係数は、一般的に10分の1と
いわれており、5,000Bq/㎏以上の水田か
らは食品衛生法上の暫定規制値である
500Bq/㎏を超えるコメが生産されること
を想定して、農地土壌中の放射性セシウム
濃度が5,000Bq/㎏を超える水田での作付
けについて、国は制限した。

農産物への「移行係数」

【伊達市の調査結果】
　①梁川町大関東木田…1,331Bq/㎏
　②月舘町御代田　　…2,946Bq/㎏

【伊達市月舘町の調査結果】
　①月　舘…1,635Bq/㎏
　②布　川…2,724Bq/㎏
　③御代田…4,086Bq/㎏
　④糠　田…3,509Bq/㎏
　⑤上手渡…1,850Bq/㎏
　⑥下手渡…2,988Bq/㎏

平成23年3月31日、4月1日に行われた県による土壌調査
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野菜などの出荷制限・自粛相次ぐ
　平成23年3月17日、厚生労働省は、原発事故
を受けて食品衛生法の規定に基づく食品中の放
射性物質の暫定規制値を設定し、政府の原子力
災害対策本部の決定に基づき、暫定規制値を超
える食品が市場に流通しないよう出荷制限など
の措置をとるとした。
　3月21日、政府の原子力災害対策本部は、本
県産のホウレンソウとカキナ及び原乳につい
て、県内全域を対象に出荷を制限した。4月か
らは、都道府県単位で行われてきた農産物の出
荷制限が市町村単位に変更された。本市は、4
月13日に露地栽培の原木シイタケの出荷自粛が
要請されたのを皮切りに、野菜や果物の出荷自
粛、解除が繰り返し実施され、震災から3年を
経過した平成25年度末現在も続いている。

　出荷制限がかかっている農産物について、農
地除染・吸収抑制・検査体制等をはかり出荷制
限の解消をはかるとともに、風評被害の払拭に
努めている。

原木シイタケの廃棄作業

平成24年4月16日に出荷制限となった伊達市の葉ワサビ
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　東京都が行った食肉の放射線モニタリング
検査において、南相馬市内の畜産農家から東
京食肉市場に搬入された肉牛11頭から暫定規
制値を超える放射性セシウムが検出されたこ
とを受け、県は、県内の計画的避難区域等の
すべての牛飼養農家（511戸、33,774頭）に対

し緊急に立ち入り調査を実施し、10市町村
14戸の農家で放射性物質に汚染された稲わ
らを使用し、554頭の肉牛が出荷されたこ
とが判明する。7月19日、政府の原子力災
害対策本部は、県産牛について、当分の間、
県外への移動（12月齢未満の牛を除く）及
びと畜場への出荷を差し控えるよう県に指
示する。
　8月25日、国は、計画的避難区域、緊急
時避難準備区域等については全頭検査を行
い、それ以外の区域は肉牛を出荷する全戸

検査（初回出荷牛のうち1頭以上の検査）を
行って、それぞれ暫定規制値を下回った場合
には出荷を認めるとし、県産牛の県外への移
動及びと畜場への出荷制限を一部解除した。
　8月28日、郡山市・県食肉流通センターに
県産牛23頭が搬入され、出荷が再開された。

肉牛の出荷制限

平成23年度　伊達市の農産物などに関する出荷制限等一覧
出荷制限日 農作物 内容 制限解除日

平成23年3月21日 ホウレンソウ、カキナ 出荷制限 平成23年6月23日

平成23年3月21日 原乳 出荷制限 平成23年4月16日

平成23年3月23日 ホウレンソウ、コマツナ等※非結球性葉菜類 摂取・出荷制限 平成23年6月23日

平成23年3月23日 キャベツ等※結球性葉菜類 摂取・出荷制限 平成23年5月11日

平成23年3月23日 ブロッコリー、カリフラワー等※アブラナ科の花蕾 摂取・出荷制限 平成23年6月15日

平成23年3月23日 カブ 出荷制限 平成23年5月4日

平成23年4月13日 原木シイタケ（露地栽培） 出荷制限

平成23年5月9日 タケノコ 出荷制限

平成23年6月2日 ウメ 出荷制限 平成25年10月21日

平成23年7月19日 牛 県外移動（12月齢未満を除く）・
と畜場への出荷制限 平成23年8月25日

平成23年7月19日 原木シイタケ（施設栽培） 出荷制限

平成23年9月15日 キノコ類（野生のもの） 出荷制限

平成23年9月20日 クリ 出荷制限

平成23年10月14日 ユズ 出荷制限

平成23年11月25日 イノシシ肉 摂取・出荷制限

平成23年12月2日 クマ肉 出荷制限

※国からの指示に基づくもので、コメは除いた
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安全な学校給食へ 食材モニタリング
　原発事故によって県内産の学校給食用食材が
放射能で汚染され、子どもを持つ親から安全で
安心できる食材の使用を求める声が強まった。
　平成23年4月7日から始まる学校給食につい
て、市は、食材は他県産、コメは平成22年会津
産ひとめぼれ、牛乳は岩手県産を使用した（5
月からは、安全性が確保されたとして牛乳を福
島県産に切り替えた）。
　実施にあたっては随時、保護者に食材の供給
先等を文書で通知、理解を求めたが、保護者の
不安はなかなか解消せず、23年7月、市教育委
員会は、「学校給食の安全性について」として、
当分の間、保護者の希望により児童・生徒に弁
当を持たせることを認めるとした。市は、23年
12月に、学校給食用食材モニタリング実施要領
を作成し、伊達総合支所へ食材を持ち込んでの
モニタリング検査を開始した。年が明けてから
は、伊達、梁川、保原の各学校給食センターに
測定機器を配備し、通常の基準よりも厳しい基
準（20Bq/㎏、24年8月からは10Bq/㎏未満の
食材のみを使用）を採用し、安心・安全な給食
の提供に万全を期した。
　国や県、JAなどの関係機関・団体の取り組
みにより、伊達市産米などの福島県産米はすべ

て安全性が十分確保されたことから、学校給食
におけるコメの使用について、25年4月から24
年伊達市産米（ND米※1）を使用することとなっ
た。
※1　ＮＤ米：検出限界値未満のコメ

学校給食で使用する平成24年伊達市産米の検査の流れ

国県が実施する検査 生産段階で検査→全袋検査でND米

JA パールライン福島で検査 玄米で搬入時→全袋検査でND米

精米後で検査→全袋検査でND米

（公財）福島県学校給食会で検査 伊達市へ納入前に検査→全袋検査でND米

委託業者で炊飯 炊飯し、学校給食センターへ納入

学校給食センターで検査 ごはんを検査→ごはん検査でNDを確認

精米

（検出限界値　約 25Bq/ ㎏）

（検出限界値　約 20Bq/ ㎏）

（検出限界値　約 20Bq/ ㎏）

（検出限界値　約 10Bq/ ㎏）

（検出限界値　約 10Bq/ ㎏）

関係機関それぞれが対応する、幾重もの検
査を経て提供する体制が確立されている（ ）

各学校給食センター
には測定機器が配備
された（梁川学校給
食センター）
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学校給食用食材モニタリング検査の経過
平成23年4月7日 平成23年度学校給食開始。食材は他県で対応。米は会津産ひとめぼれ。牛乳は岩手県産
平成23年4月26日 保護者へ「学校給食用牛乳の産地変更」の通知
平成23年5月9日 牛乳を福島産へ変更
平成23年7月15日 保護者へ「学校給食の安全性について」の通知

保護者の希望で子どもへの弁当持参を認める
平成23年12月8日 伊達市学校給食用食材モニタリング実施要領を作成

放射性セシウム濃度が20Bq/㎏を超えるものは使用しない
平成23年12月12日 伊達総合支所へ食材を持ち込みモニタリング検査実施
平成24年1月18日 梁川学校給食センターで測定機器を配備（農林課で搬入）しモニタリング検査実施
平成24年1月20日 伊達学校給食センターで測定機器を配備（農林課で搬入）しモニタリング検査実施
平成24年3月14日 保原学校給食センターで測定機器を配備（保原ＲＣから寄贈）しモニタリング検査実施
平成24年4月7日 平成24年度学校給食開始。食材は他県で対応。米は会津産ひとめぼれ。牛乳は福島県産
平成24年5月1日 検査結果を伊達市ホームページで公表
平成24年6月22日 JA伊達みらいからキュウリ450㎏の寄付。食材は安全が確認できれば地産地消を推進していく

平成24年8月24日 県補助金で新たに購入した測定機器を伊達・梁川・保原学校給食センターに配備しモニタリング検査実施。
放射性セシウム濃度が10Bq/㎏を超えるものは使用しない

平成25年2月22日 保護者へ「平成24年度産米の使用について」の通知
平成25年4月から平成24年伊達市産米（ND米）を使用する

学校給食用食材における地産地消について市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
　�

平
成
23
年
6
月
16
日
発
行

　子どもの放射能対策について、6月6日か
ら10日にかけて市内5カ所で小中学校、幼稚
園、保育園などの保護者説明会を行いました。
　その中で、放射能の影響による学校給食の
安全性の点から、食材の「地産地消（地元か
ら採れた食材を地元で消費しようという考
え）」について見直すべきではないかとの意
見がありました。しかし、この発言は現在の
福島県が置かれた状況の中ではいささか問題
があると思われます。
　現在の学校給食で使用する食材について
は、食品衛生法、原子力災害特別対策措置法
に基づき食品の規制値を下回り、国や県の適
切な管理のもとに流通している農畜産物を利
用しております。地元産の食材についても、
福島県が放射能の測定を行い公表している

「緊急時モニタリング検査結果」や「摂取や
出荷等を差し控えるよう要請している福島県
産の食品について」などの情報をもとに食材
の手配と納品時の検収を行い、安全・安心な
学校給食の提供に万全を期しております。
　一方、農業生産者は、放射能の風評被害に

より大きな痛手を負いつつあり、そうした中
で、安全・安心な農作物を栽培し提供しよう
と全力を傾けているところです。
　そうした中で、伊達市民が福島県の農業生
産者の作る作物を信用できないとなれば、他
県民が信用できるはずはないのではないで
しょうか。風評被害に苦しむ生産者に対する
思いも共有していかなければならないと思い
ます。
　震災後、放射線による発がんの影響を心配
し窓を開けない、外での運動を控える、地元
の食材を過度に心配するなど、日常生活の中
で何かと過敏になっている方もおられると思
いますが、このような過剰な対応は逆にスト
レスが発生し健康に悪影響があるといわれて
おります。
　子どもたちには、このような社会の仕組み
や放射線についての正しい知識などの学習を
行い、地元の食品で規制値に合格した新鮮な
食材の提供について、さらなる安全確保に努
めながら進めてまいります。

〈だて市政だより災害対策号・第14号〉
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震災後の3月25日から受け入れを開始した
各家庭の災害廃棄物（木質がれき）は、敷地
内最終処分場に仮置きし、受け入れを終了
した８月31日までには4,017㌧となった

災害廃棄物（木質がれき）を焼却
　伊達地方衛生処理組合清掃センター（以下、

「衛生処理組合」）に搬入された災害ごみの中で、
家屋材、家財、窓枠などの災害廃棄物（木質が
れき）の焼却処分は、搬入が開始された平成23
年3月14日から4月30日まで行われていたが、
ここで放射能汚染の問題が浮上してきた。
　5月2日、環境省は福島第一原発事故のため
放射性物質に汚染された可能性がある県内の浜
通り及び中通り地方の災害廃棄物について、当
面の取り扱い方針を示した。5月4日の説明会
では、環境省が災害廃棄物の汚染状況について
現地調査の結果を踏まえて検討するとし、衛生
処理組合はそれまでの間、仮置き場等に集積し
て焼却処分は行わないこととした。
　5月17日、環境省は9日から12日にかけて実
施した県内の災害廃棄物の仮置き場周辺の空間
線量率測定結果を公表し、災害廃棄物の集積に
よる周辺の空間線量率への特段の影響や、それ
による周辺住民の健康への影響はないと考えら

れると発表した。
　7月5日・6日、環境省は、衛生処理組合の
排ガス処理装置である電気集塵機について、生
活ごみ9割と災害廃棄物1割を混燃した場合の
灰や排ガスに含まれる放射性物質濃度の調査を
行った。

江田五月環境相（写真右端）が衛生処理組合を訪
れ、災害廃棄物（木質がれき）は生活ごみに1割
混焼することで焼却処分が可能であるとの判断を
仁志田組合管理者（伊達市長、写真左から2人目）
側に伝えた（写真提供：伊達地方衛生処理組合）
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り　この結果を踏まえて、7月16日、江田五月環

境相が衛生処理組合を訪れ、災害廃棄物（木質
がれき）を1割混焼した場合、同施設の排ガス
中に含まれる放射性セシウムが基準値以下であ
るとし、同施設での焼却処分が可能であるとの
判断を示した。そして、8月9日、環境省は、
活性炭が吹き込まれる電気集塵機を有する焼却
施設では、排ガス濃度のモニタリングにより安
全性を確認しつつ、災害廃棄物の焼却を行うこ
とが可能であるとホームページに公表した。
　衛生処理組合では、9月13日の説明会で周辺
住民の理解を得た後、災害廃棄物の混焼率を生
活ごみの1割以下にして、10月6日から焼却処

分を再開した。
　これ以降、施設周辺の放射線量モニタリング
測定及び主灰・飛灰の放射性物質濃度検査を定
期的に実施し、灰などの放射性廃棄物はフレキ
シブルコンテナによる仮置き場での徹底した管
理を行い、周辺住民の理解を得ながら25年1月
に災害廃棄物（木質がれき）の焼却処分を終了
し、現在も放射性物質の測定及び管理体制は継
続している。
　衛生処理組合に搬入されたブロック、石、瓦
などの不燃がれきは、伊達市の対応に準じ、社
団法人福島県産業廃棄物協会に処理が委託され
平成26年3月に完了した。

9月13日、清掃センター近隣の住民の方々に
対して説明会を開催し、災害廃棄物（木質が
れき）の焼却処分の安全性について理解をい
ただいた（写真提供：伊達地方衛生処理組合）

焼却灰には放射性物質が含まれているため、
主灰と飛灰に分別し、フレキシブルコンテ
ナに袋詰めして敷地内最終処分場に仮置き
している（写真提供：伊達地方衛生処理組合）

主灰と飛灰に分別したフレキシブルコンテナは、管理型最終処分場内にベントナイトシー
トを敷いてその上の指定された位置にそれぞれ仮置きし、1段ごとに覆土しながら3段ま
で積み上げて最後に黒い遮水シートで覆い管理している（写真提供：伊達地方衛生処理組合）


